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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤の遊技領域に遊技球を発射して遊技が行なわれる弾球遊技機であって、
　所定の始動条件の成立にもとづいて表示結果を導出表示する可変表示装置と、
　遊技演出を複数種類の演出態様のうちより遊技者からの演出態様指示にもとづいて選択
する演出態様選択手段と、
　該演出態様選択手段により選択された演出態様で遊技演出を実行する遊技演出実行手段
とを備え、
　前記可変表示装置の表示結果が特定の表示結果となったときに遊技者にとって有利な特
定遊技状態に制御可能であるとともに、前記可変表示装置の表示結果が前記特定の表示結
果のうち特別の表示結果となったときに前記特定遊技状態が発生しやすい特別遊技状態に
制御可能であり、
　前記演出態様選択手段は、
　遊技者からの指示を検出する指示検出手段と、
　所定の受付期間中に選択可能な演出態様を提示する提示手段と、
　前記受付期間中に前記指示検出手段が検出した前記演出態様指示を受付けることが可能
な指示受付手段とを含み、
　前記提示手段は、所定の特典付与条件の成立として前記特定遊技状態が前記特別遊技状
態において所定回数連続して発生したときに、前記受付期間中に前記特典付与条件が未成
立のときには選択不可能である特別な演出態様を選択可能に提示し、
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　前記遊技演出実行手段は、前記特典付与条件が成立したときに、前記提示手段により提
示される前記特別な演出態様を含む複数種類の演出態様のうち、前記指示受付手段により
受付けられた指示に対応する演出態様で遊技演出を実行することを特徴とする、弾球遊技
機。
【請求項２】
　前記演出態様選択手段は、前記提示手段により前記特別な演出態様が選択可能に提示さ
れているときに、該特別な演出態様が選択可能とされた旨を報知する特典報知手段をさら
に含むことを特徴とする、請求項１に記載の弾球遊技機。
【請求項３】
　遊技盤の遊技領域に遊技球を発射して遊技が行なわれる弾球遊技機であって、
　所定の始動条件の成立にもとづいて表示結果の導出表示をする可変表示装置と、
　前記表示結果の導出表示に関わる演出を実行する導出表示演出実行手段とを備え、
　前記可変表示装置の表示結果が特定の表示結果となったときに遊技者にとって有利な特
定遊技状態に制御可能であるとともに、前記可変表示装置の表示結果が前記特定の表示結
果のうち特別の表示結果となったときに前記特定遊技状態が発生しやすい特別遊技状態に
制御可能であり、
　前記導出表示演出実行手段は、
　遊技者からの指示を検出する指示検出手段と、
　前記始動条件の成立から該成立にもとづき表示結果が導出表示されるまでの間における
所定の受付期間中に前記指示検出手段が検出した遊技者からの演出指示により複数の演出
のうちから演出の選択を受付け、該演出指示が、導出される表示結果に関与しているかの
ような擬似参加演出を行なう擬似参加演出実行手段とを含み、
　前記擬似参加演出実行手段は、前記受付期間中に選択可能な演出を提示する提示手段を
有し、
　前記提示手段は、所定の特典付与条件の成立として前記特定遊技状態が前記特別遊技状
態において所定回数連続して発生したときに、前記受付期間中に前記特典付与条件が未成
立のときには選択不可能である特別な演出を選択可能に提示し、
　前記擬似参加演出実行手段は、前記特典付与条件が成立したときに、前記提示手段によ
り提示される前記特別な演出を含む複数種類の演出のうち、前記指示検出手段が検出した
演出指示に対応する演出を実行することを特徴とする、弾球遊技機。
【請求項４】
　前記特典付与条件は、前記特別遊技状態でないときに、前回表示結果が前記特定の表示
結果となった以後、表示結果の導出表示が所定回数実行されるまでに再度表示結果が前記
特定の表示結果となったことを含むことを特徴とする、請求項１から請求項３のいずれか
に記載の弾球遊技機。
【請求項５】
　前記特典付与条件は、遊技機の電源投入以後、所定回数以上、表示結果が前記特定の表
示結果となったことを含むことを特徴とする、請求項１から請求項４のいずれかに記載の
弾球遊技機。
【請求項６】
　前記指示検出手段は、遊技者からの指示を非接触で検出可能であることを特徴とする、
請求項１から請求項５のいずれかに記載の弾球遊技機。
【請求項７】
　前記遊技盤は、遊技枠に対して着脱自在に設けられるとともに、
　前記指示検出手段は、前記遊技盤に設けられていることを特徴とする、請求項１から請
求項６のいずれかに記載の弾球遊技機。
【請求項８】
　前記指示検出手段により指示の検出がなされている旨の報知を行なう指示検出報知手段
をさらに備えていることを特徴とする、請求項１から請求項７のいずれかに記載の弾球遊
技機。
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【請求項９】
　前記受付期間中である旨の報知を行なう受付期間報知手段を備えていることを特徴とす
る、請求項１から請求項８のいずれかに記載の弾球遊技機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、パチンコ遊技機などで代表される弾球遊技機に関する。詳しくは、遊技盤の遊
技領域に遊技球を発射して遊技が行なわれる弾球遊技機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
この種の弾球遊技機として従来から一般的に知られているものに、たとえば、遊技盤の遊
技領域に遊技球を発射して遊技が行なわれるものがある。
【０００３】
このような弾球遊技機においては、たとえば、遊技球を入賞口へ入賞させ、遊技球の入賞
結果にもとづいて演出を実行するように構成されたものがあった。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述のような弾球遊技機においては、遊技者自らの意思により希望する演
出に変更することはできず、今一遊技の興趣に欠けるものとなっていた。
【０００５】
この発明は上述の問題に鑑みてなされたものであって、その目的は、遊技者が主体的に演
出の変更に関与できるとともに、所定条件を満たすことにより特別な演出に変更可能にす
ることである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　（１）　遊技盤（遊技盤６）の遊技領域（遊技領域７）に遊技球（パチンコ玉）を発射
して遊技が行なわれる弾球遊技機（パチンコ遊技機１）であって、
　所定の始動条件（たとえば、始動入賞等）の成立にもとづいて表示結果を導出表示する
可変表示装置（可変表示装置８）と、
　遊技演出を複数種類の演出態様（たとえば、図柄，キャラクタ，背景，演出のストーリ
ー等）のうちより遊技者からの演出態様指示（たとえば、演出態様の選択）にもとづいて
選択する演出態様選択手段（図３０のＳＱ０１～ＳＱ１９、図３３のＳＴ０１～ＳＴ１９
参照）と、
　該演出態様選択手段により選択された演出態様で遊技演出を実行する遊技演出実行手段
（図３０のＳＱ２０、図３３のＳＴ２０参照）とを備え、
　前記可変表示装置の表示結果が特定の表示結果（たとえば、「７７７」等のゾロ目）と
なったときに遊技者にとって有利な特定遊技状態（たとえば、大当り）に制御可能である
とともに、前記可変表示装置の表示結果が前記特定の表示結果のうち特別の表示結果とな
ったときに前記特定遊技状態が発生しやすい特別遊技状態（たとえば、高確率状態、いわ
ゆる確変）に制御可能であり、
　前記演出態様選択手段は、
　遊技者からの指示を検出する指示検出手段（たとえば、光センサ６１，６２，６３等）
と、
　所定の受付期間中に選択可能な演出態様を提示する提示手段（図３０のＳＱ０１、図３
３のＳＴ０１参照）と、
　前記受付期間中（図３０のＳＱ１８，ＳＱ１９参照）に前記指示検出手段が検出した前
記演出態様指示を受付けることが可能な指示受付手段（図３０のＳＱ０２，ＳＱ０５参照
）とを含み、
　前記提示手段は、所定の特典付与条件の成立として前記特定遊技状態が前記特別遊技状
態において所定回数連続して発生したときに、前記受付期間中に前記特典付与条件が未成
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立のときには選択不可能である特別な演出態様を選択可能に提示し（図３３のＳＴ０１参
照）、
　前記遊技演出実行手段は、前記特典付与条件が成立したときに、前記提示手段により提
示される前記特別な演出態様を含む複数種類の演出態様のうち、前記指示受付手段により
受付けられた指示に対応する演出態様で遊技演出を実行する（図３３のＳＴ２０参照）。
【０００７】
　上述の構成によれば、特定遊技状態が特別遊技状態において所定回数連続して発生して
特典付与条件が成立したときのみ特別な演出態様に変更することができ、前記特典付与条
件未成立時には特別な演出態様に変更することができない。これにより、特別な演出態様
で遊技を行なうことに対する価値が発生し、遊技者は特別な演出態様で遊技をしてみたい
と思う欲求が高まり、遊技に対する興趣が向上する。さらに、変更可能な演出態様のパタ
ーン数が増えるため遊技の単調（マンネリ）化を防止することができる。また、導出され
る表示結果への関与性が強まり、遊技の興趣が増す。
【００１０】
　（２）　前記演出態様選択手段は、前記提示手段により前記特別な演出態様が選択可能
に提示されているときに、該特別な演出態様が選択可能とされた旨を報知する（図３４等
参照、たとえば、画面表示・ランプ点灯・遊技音等）特典報知手段をさらに含む。
【００１１】
上記の構成によれば、所定条件成立時のみ選択可能となる特別な演出態様が選択可能とな
っていることを報知する。これにより、特別な演出態様が含まれる場合と含まれない場合
とで、報知状態のバリエーションが増え、遊技に対する興趣を向上させることができる。
【００１２】
　（３）　遊技盤（遊技盤６）の遊技領域（遊技領域７）に遊技球（パチンコ玉）を発射
して遊技が行なわれる弾球遊技機（パチンコ遊技機１）であって、
　所定の始動条件（たとえば、始動入賞等）の成立にもとづいて表示結果の導出表示をす
る可変表示装置（可変表示装置８）と、
　前記表示結果の導出表示に際して演出を実行する導出表示演出実行手段（図３６参照）
とを備え、
　前記可変表示装置の表示結果が特定の表示結果（たとえば、「７７７」等のゾロ目）と
なったときに遊技者にとって有利な特定遊技状態（たとえば、大当り）に制御可能である
とともに、前記可変表示装置の表示結果が前記特定の表示結果のうち特別の表示結果とな
ったときに前記特定遊技状態が発生しやすい特別遊技状態（たとえば、高確率状態、いわ
ゆる確変）に制御可能であり、
　前記導出表示演出実行手段は、
　遊技者からの指示を検出する指示検出手段（たとえば、光センサ６１，６２，６３等）
と、
　前記始動条件（たとえば、始動入賞等）の成立から該成立にもとづき表示結果が導出表
示されるまでの間における所定の受付期間中に前記指示検出手段が検出した遊技者からの
演出指示により複数の演出のうちから演出の選択を受付け（図４１等参照）、該演出指示
が、導出される表示結果に関与しているかのような擬似参加演出（図３８等参照）を行な
う擬似参加演出実行手段（図３６等）とを含み、
　前記擬似参加演出実行手段は、前記受付期間中に選択可能な演出を提示する提示手段（
図３６のＳＵ０１、ＳＵ０２）を有し、
　前記提示手段は、所定の特典付与条件の成立として前記特定遊技状態が前記特別遊技状
態において所定回数連続して発生したときに、前記受付期間中に前記特典付与条件が未成
立のときには選択不可能である特別な演出（図４５等参照）を選択可能に提示し、
　前記擬似参加演出実行手段は、前記特典付与条件が成立したときに、前記提示手段によ
り提示される前記特別な演出を含む複数種類の演出のうち、前記指示検出手段が検出した
演出指示に対応する演出を実行する。
【００１３】
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　上述の構成によれば、特定遊技状態が特別遊技状態において所定回数連続して発生して
特典付与条件が成立したときのみ特別な演出に変更することができ、特典付与条件未成立
時には特別な演出に変更することができない。これにより、特別な演出で遊技を行なうこ
とに対する価値が発生し、遊技者は特別な演出で遊技をしてみたいと思う欲求が高まり、
遊技に対する興趣が向上する。さらに、変更可能な演出のパターン数が増えるため遊技の
単調（マンネリ）化を防止することができる。また、導出される表示結果への関与性が強
まり、遊技の興趣が増す。
【００１４】
　（４）　前記特典付与条件は、前記特別遊技状態でないときに、前回表示結果が前記特
定の表示結果となった以後、表示結果の導出表示が所定回数実行されるまで（たとえば、
図柄変動回数５０回未満）に再度表示結果が前記特定の表示結果となったことを含む。
【００１５】
上記の構成によれば、特典付与条件は、いわゆる自力連続大当りで成立する。これにより
、遊技者が易々と条件を成立させることは不可能であるため、特別な演出態様の価値がさ
らに高まり、遊技に対する興趣が向上する。また、大当り後の遊技中、条件を成立させよ
うとする目標を立てることができ、さらに興趣が向上する。
【００１６】
　（５）　前記特典付与条件は、遊技機の電源投入以後、所定回数以上（たとえば、大当
り積算回数１０回以上等）、表示結果が前記特定の表示結果となったことを含む。
【００１７】
上記の構成によれば、特典付与条件は、電源投入後の積算大当り回数が所定回数以上で成
立する。これにより、遊技者が易々と条件を成立させることは不可能であるため、特別な
演出態様の価値がさらに高まり、遊技に対する興趣が向上する。また、遊技開始時に、条
件を成立させようとする目標を立てることができ、さらに興趣が向上する。
【００１８】
　（６）　前記指示検出手段は、遊技者からの指示を非接触で検出可能である。
【００１９】
上述の構成によれば、遊技者が遊技機に非接触で選択検出を行なうことができる。これに
より、物理的なスイッチ（たとえば、押しボタンスイッチ）のように遊技者に接触する態
様で選択に関する信号入力を行なう接触入力手段を用いる場合と比較して、装置が物理的
に破損するおそれが少なくなる。
【００２０】
　（７）　前記遊技盤は、遊技枠（ガラス扉枠２、前面枠２ｂ）に対して着脱自在に設け
られるとともに、
　前記指示検出手段は、前記遊技盤に設けられている（たとえば、図１、図２等に示され
るように、可変表示装置８、装飾ランプ２５、可変入賞球装置１５等の遊技盤６内に設け
られている）。
【００２１】
上述の構成によれば、指示検出手段が、遊技枠に対して着脱可能な遊技盤に設けられるた
め、遊技機の枠を共通化することができる。これにより、遊技機の機種変更を行なう場合
には遊技枠ごと新しいものに交換せずに遊技盤のみを交換することで足りるようにするこ
とができる。さらに、指示検出手段が遊技盤の遊技領域という遊技者にとって目につきや
すい場所に設けられる場合には、指示検出手段の場所を遊技者にとってわかりやすくする
ことができる。
【００２２】
　（８）　前記指示検出手段により指示の検出がなされている旨の報知（図３１（ｄ）等
参照）を行なう指示検出報知手段（図３０のＳＱ１０等）を備えている。
【００２３】
上述の構成によれば、遊技者の指示行為が指示検出手段に検出されているのか否かを報知
することができる。これにより、遊技者にとって選択操作が確実に行なわれているのか否



(6) JP 4251810 B2 2009.4.8

10

20

30

40

50

かの確認を容易に行なうことができる。また、選択を何度行なっても報知がなされない場
合には、指示検出手段が破損しているのではないかと予測をつけることができ、破損状況
を早期に発見することができる。
【００２４】
　（９）　前記受付期間中である旨の報知を行なう受付期間報知手段を備えている。
【００２５】
上述の構成によれば、選択可能な受付期間を報知することができる。これにより、遊技者
は落ち着いて選択を行なうことができる。また、焦って遊技者の選択したい選択肢と違う
選択肢を選択してしまう不都合を未然に防止することができる。
【００２６】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の実施の形態を図面にもとづいて詳細に説明する。なお、本実施の形態に
おいては、弾球遊技機の一例としてパチンコ遊技機を示すが、本実施形態ではこれに限ら
ず、コイン遊技機等のその他の弾球遊技機であってもよく、遊技者によって遊技球を発射
して遊技が行なわれる遊技機であればすべて対象となる。
【００２７】
第１実施形態
まず、遊技機の一例であるパチンコ遊技機の全体構成について説明する。図１はパチンコ
遊技機を正面から見た正面図、図２はパチンコ遊技機１の遊技領域を正面から見た正面図
、図３はパチンコ遊技機１の内部構造を示す全体背面図である。
【００２８】
図１に示すように、パチンコ遊技機１は、縦長な方形状に枠組形成される外枠２ａと、該
外枠２ａの内側に開閉可能に軸支されかつパチンコ遊技機１の主要構成部が集約して設け
られる前面枠２ｂと、該前面枠２ｂの前面上部に開閉自在に軸支されて設けられる額縁状
のガラス扉枠２とから構成されている。ガラス扉枠２の下部表面には打球供給皿３が設け
られている。前面枠２ｂにおいて、打球供給皿３の下部には、打球供給皿３から溢れた貯
留球を貯留する余剰球受皿４と打球を発射する打球操作ハンドル（操作ノブ）５とが設け
られている。また、ガラス扉枠２の後方に位置する前面枠２ｂには、前面側に遊技領域７
が形成された遊技盤６が着脱可能に設けられている。前面枠２ｂおよびガラス扉枠２は、
パチンコ遊技機１の正面から見て左側の端部において軸支され、軸支位置を開閉軸として
開閉される。ガラス扉枠２には、遊技盤６の遊技領域７をほぼ透視し得る透視窓が開設さ
れ該透視窓の裏面からガラス板が装着されている。遊技領域７の外側の左右上部には、効
果音を発する２つのスピーカー２７が設けられている。遊技領域７の外周には、遊技効果
ランプ２８ａ，２８ｂ，２８ｃが設けられている。
【００２９】
図２に示すように、遊技領域７の中央付近には、液晶表示器よりなる特別図柄表示部９と
遊技演出にあわせて作動する役物７７と演出選択画面等で遊技者からの指示選択を検出す
る光センサ６１，６２とを含む可変表示装置８が設けられている。なお、光センサについ
ては図５等を用いて詳述する。
【００３０】
また、特別図柄表示部９の表示画面には、始動記憶の表示と普通図柄の可変表示が演出内
容・図柄変動等とあわせて表示されるように構成されている。この始動記憶の表示点灯数
により、特別図柄を始動させるための始動入賞口１４への入賞数が記憶されている数を遊
技者は認識できる。また、遊技領域内にはゲート通過記憶表示器４１が設けられている。
このゲート通過記憶表示器４１のＬＥＤの点灯している数により、普通図柄を始動させる
ための通過ゲート１１への遊技球の通過数が上限を４として記憶されていることが表示さ
れる。
【００３１】
遊技領域７の左右周辺には、遊技中に点灯表示される装飾ランプ２５が設けられ、下部に
は、入賞しなかった打球を吸収するアウト口２６がある。
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【００３２】
遊技が開始された際の打球発射装置３４から発射された打玉は、誘導レール７６を通って
遊技領域７に入り、その後、遊技領域７を流下してくる。打球が通過ゲート１１を通って
ゲートスイッチ１２で検出されると、特別図柄表示部９内に表示される普通図柄の表示が
変動する状態になる。また、打球が始動入賞口１４に入り始動口スイッチ１７で検出され
ると、図柄の変動を開始できる状態であれば、特別図柄表示部９内の図柄回転を始める。
図柄の変動を開始できる状態でなければ、特別図柄表示部９内に表示される始動入賞記憶
の表示点灯数を１増やす点灯表示がなされる。
【００３３】
特別図柄表示部９内の映像の回転は、一定時間が経過したときに停止する。停止時の画像
の組合せ（たとえば、１１１，７７７等のゾロ目）が大当り図柄の組合せであると、大当
り遊技状態に移行する。すなわち、大入賞口２０が、一定時間経過するまで、または、所
定個数（たとえば１０個）の打球が入賞するまで開放する。そして、大入賞口２０の開放
中に打球が特定入賞領域に入賞しＶカウントスイッチ２２で検出されると、継続権が発生
し大入賞口２０の開放が再度行なわれる。継続権の発生は、所定回数（たとえば１５ラウ
ンド）許容される。
【００３４】
次に、パチンコ遊技機１の裏面の構造について図３を参照して説明する。パチンコ遊技機
１の遊技盤６の裏側には、前面枠２ｂが設けられており、さらに向かって手前に機構板３
６が備えられている。前面枠２ｂには、特別図柄表示部９の表示制御を行なう表示制御基
板８０、基板ケース３２に覆われ遊技制御用マイクロコンピュータ等が搭載された遊技制
御基板３１、およびパチンコ玉の払出制御を行なう払出制御用マイクロコンピュータ等が
搭載された賞球基板３７が設置されている。さらに、モータの回転力を利用して打玉を遊
技領域７に発射する打球発射装置３４と、スピーカー２７および遊技効果ＬＥＤ・ランプ
２８ａ，２８ｂ，２８ｃに信号を送るためのランプ制御基板３５が設けられている。一方
、機構板３６の上部には玉タンク３８が設けられ、パチンコ遊技機１が遊技機設置島に設
置された状態でその上方からパチンコ玉が玉タンク３８に供給される。玉タンク３８内の
パチンコ玉は、誘導樋３９を通って玉払出装置に供給される。
【００３５】
図４は、遊技制御基板３１における回路構成の一例を示すブロック図である。また、図４
には、払出制御基板３７、ランプ制御基板３５、音制御基板７０、発射制御基板９１およ
び表示制御基板８０が示されている。遊技制御基板３１には、プログラムに従ってパチン
コ遊技機１を制御する遊技制御用マイクロコンピュータ５３と、ゲートスイッチ１２、始
動口スイッチ１７、Ｖカウントスイッチ２２、カウントスイッチ２３、入賞口スイッチ１
９ａ、満タンスイッチ４８、球切れスイッチ１８７、球切れ検出スイッチ１６７、および
賞球カウントスイッチ３０１Ａからの信号を遊技制御用マイクロコンピュータに与えるス
イッチ回路５８と、入賞球装置１５を開閉するソレノイド１６と大入賞口２０の開閉板を
開閉するソレノイド２１および役物キャラクタ７７を作動させるソレノイド１３を遊技制
御用マイクロコンピュータ５３からの指令に従って駆動するソレノイド回路５９とが搭載
されている。
【００３６】
遊技制御用マイクロコンピュータ５３は、ゲーム制御用のプログラム等を記憶するＲＯＭ
５４、ワークメモリとして使用される記憶手段の一例であるＲＡＭ５５、制御用プログラ
ムに従って制御動作を行なうＣＰＵ５６およびＩ／Ｏポート部５７を含む遊技制御用のマ
イクロコンピュータである。この実施の形態ではＲＯＭ５４，ＲＡＭ５５はＣＰＵ５６に
搭載されている。すなわち、ＣＰＵ５６は１チップマイクロコンピュータである。なお、
ＣＰＵ５６とＲＯＭ５４，ＲＡＭ５５とは１チップ化されていなくてもよい。つまり、Ｒ
ＯＭ５４、ＲＡＭ５５およびＩ／Ｏポート部５７は外付けであっても内蔵されていてもよ
い。また、Ｉ／Ｏポート部５７は、マイクロコンピュータにおける情報入出力可能な端子
である。
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【００３７】
また、本実施形態における特別図柄を可変表示する特別図柄表示部９の表示制御は、表示
制御基板８０に搭載されている表示制御手段である表示制御用マイクロコンピュータ８０
０によって行われる。遊技制御基板３１から表示制御基板８０には、可変表示装置８の表
示，ランプの点灯，遊技音発生等の演出の制御に関する指令情報として表示制御コマンド
が伝送される。表示制御基板８０では、伝送されてきた表示制御コマンドに応じて特別図
柄表示部９の表示制御を行なう。さらに、表示制御基板８０は、光センサ６１，６２で検
出された信号が入力され、その指定値により後述する演出態様等の変更を行なうことがで
きる。また、表示制御基板８０では、その伝送されてきた表示制御コマンドの解析がなさ
れ、選択されている演出，光センサ６１，６２からの入力信号等にもとづいてランプ・音
制御コマンドを設定し、それぞれランプ・音制御制御基板に出力される。
【００３８】
また、ランプ制御基板３５に搭載されているランプ制御手段ではランプ制御用マイクロコ
ンピュータにより、遊技効果ＬＥＤ２８ａ、賞球ランプ５１、球切れランプ５２、ゲート
通過記憶表示器４１、役物飾りランプ１１１５および、装飾ランプ２５の点灯制御が行な
われる。すなわち、表示制御基板８０から伝送されるランプ制御コマンド等の情報にした
がい、ランプ制御用マイクロコンピュータがランプ制御コマンドに応じて制御対象機器を
駆動する制御を行なう。
【００３９】
また、音制御基板７０には、音制御用マイクロコンピュータが搭載されており、この音制
御用マイクロコンピュータが、音制御コマンドに応じてスピーカー２７からの出力される
遊技音等の制御を行なう。表示制御基板８０から伝送される音制御コマンド等の情報にし
たがい、音制御用マイクロコンピュータが、音制御コマンドに応じて制御対象機器を駆動
する制御を行なう。
【００４０】
図５は、本実施形態による可変表示装置８を右上から見た斜視図を示す図である。図５に
おいては、図１に示された可変表示装置８と共通する部分については同一の参照番号を付
し、その説明を省略する。
【００４１】
図５を参照して、本実施形態の可変表示装置８においては、特別図柄表示部９の左上部に
、遊技者により画面表示上の左側の選択肢（たとえば、「サッカーモード」の選択肢）の
選択を検出するための第１の光センサ６１が斜め下方向に向け設けられ、特別図柄表示部
９の右上部に、遊技者により画面表示上の右側の選択肢（たとえば、「野球モード」の選
択肢）の選択を検出するための第２の光センサ６２が斜め下方向に向け設けられている。
光センサ６１，６２の各々は、光を前方へ投光する投光部、投光に応じて物体により反射
した光を受光する受光部、および、受光部における反射光を受光した受光スポットの位置
にもとづいて前方に存在する物体までの距離を算出し所定距離範囲内の物体の有無を検出
する演算検出部とを含み、センサの前方の所定距離範囲内に物体（たとえば、遊技者の指
先）を検出した場合に検出信号を出力する。なお、この光センサ６１，６２からの検出信
号は、前述した遊技制御基板３１を経ることなく、前述した表示制御基板８０に直接的に
入力される。これにより、遊技制御基板３１に入力信号が入力されないため不正防止を図
れる。
【００４２】
本実施形態で用いる光センサ６１，６２は、上述したように簡易な構造であるため、省ス
ペース化を実現でき可変表示装置８のデザインを損なうことなく組み込みやすくなる。ま
た、物体を検出する方法が物体からの反射光を受光部で受光した際の受光スポットの位置
により物体までの距離を計測し、その物体までの距離が所定距離範囲内にあるか否かで検
出を行なう（測距式）ため、受光量で検出を行なうセンサと比較して、物体固有の反射率
に影響を受けず確実に検出できる。さらに、検出可能な反射率を人間（遊技者）の肌の反
射率（約４０パーセント）を含む値に設定可能であるため、髪の毛や衣服で検出される誤
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検出の発生が極度に防止でき検出の精度を高めることができる。さらに、物体の有無を検
出することができる範囲を示す所定距離範囲を設定することができるため、遊技場必要と
しない距離にある物体、たとえば遊技台から１ｍ離れた物体等を検出してしまう誤検出を
防止することも可能となる。具体的には、図６を参照し説明する。
【００４３】
図６は、パチンコ遊技機１の可変表示装置８の横断面図であり、これを参照し本実施形態
で用いるセンサの検出方法を段階的に説明する。なお、図６では、ガラス扉枠２のガラス
板２’と、光センサ６１からの投射光を実線で、物体に衝突後の反射光を点線で表わして
いる。
【００４４】
まず、図６（ａ）では、透過部材の性質を考慮せずに基本的な検出の仕組みを説明する。
光センサ６１の投射部から投射された投射光は、ガラス板２’を透過しパチンコ遊技機１
の外部に放たれる。外部に放たれた投射光路上の所定距離範囲内に遊技者が指を移動させ
ることにより、投射光が指に衝突し反射する。その反射した反射光が再びガラス板２’を
透過しパチンコ遊技機１の内部に進入し、光センサ６１の受光部で受光される。その際に
、光センサは、受光した受光スポットの位置にもとづき、反射点である遊技者の指までの
距離が所定距離範囲内であったか否かを判別し所定距離範囲内であった場合には、表示制
御基板８０に入力信号を出力するように構成されている。
【００４５】
次に、透過部材の性質を考慮した場合を図６（ｂ）を参照し説明する。まず、透過部材は
、光が該透過部材を透過（貫通）する場合にその光の一部を反射させ光路を変更させる性
質を有している。本実施形態では、ガラス板２’が透過部材であるため図６（ａ）を参照
し説明したように、たとえば、物体固有の反射率を考慮せず、また、光センサの検出可能
な所定距離範囲をある程度調整しなければ図６（ｂ）に示すような誤検出を発生すること
となる。投射光がガラス板２’に衝突した際に、投射光の一部がパチンコ遊技機１の外部
に放出されることなく内部に反射し、遊技機部品（たとえば、特別図柄表示部９の表示面
）に衝突し、その衝突による反射光の一部が再びガラス板２’により反射され光センサの
受光部で受光される。これにより、光センサは常に遊技機部品（たとえば、特別図柄表示
部９の表示面）を誤検出してしまう可能性が有り、本来必要とする遊技者の指が光路上に
移動されているか否かの検出が不可能となる。
【００４６】
そこで、本実施形態では、上述した不都合を避けるために、光センサの検出可能となる反
射率の範囲と所定距離範囲を独自に調節設定した光センサを使用している。これにより、
センサ感度・検出精度の向上を実現している。
【００４７】
すなわち、光センサの検出可能な反射率を人間の肌の反射率（約４０パーセント）を含む
ように３０パーセントから７０パーセントの値に限定している。これにより、遊技者が反
射率の高い白色の衣服を身に着けていたとしても反射率が高いため検出することはなく、
逆に、遊技者が頭を下げた際に反射率の低い髪の毛を検出することもなく、光センサによ
る検出の精度を各段に向上させることができる。
【００４８】
また、光センサが物体の有無を検出できる所定距離範囲を遊技者の手が届く範囲の距離、
たとえば、ガラス板２’の前面側表面から５ｃｍまで等のように限定している。これによ
り、遊技中、遊技者の顔を光センサが検出してしまうことがなく検出の信頼性が向上する
。
【００４９】
以上、独自の調節設定を行なった光センサを使用した場合について、具体的に図６（ｃ）
を参照し説明する。
【００５０】
光センサから投射された投射光１１２は、ガラス板２’に衝突し反射した投射光１１１が
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生じる。その投射光１１１は、その投射光路上に位置する可変表示装置８やその他遊技機
部品にＡ点で衝突し、その後は図６（ｂ）の説明と同様、光センサで受光されることとな
る。しかし、本実施形態で用いる光センサは、Ａ点までの距離を所定距離範囲内に含めな
いように調節設定しているため、可変表示装置８やその他遊技機部品を検出した旨の検出
信号が出力される場合はない。
【００５１】
また、投射光１１２がガラス板２’を透過し、本実施形態で用いる光センサが設定されて
いる所定距離範囲内で、限定している反射率の範囲内に含まれる遊技者の指に衝突し、そ
れにより反射する反射光１１３は受光され、遊技者の指を検出した旨の検出信号が光セン
サから出力される。
【００５２】
つまり、光センサの有効範囲を設定することで、ガラス板２’により反射した投射光１１
１の光路上に存在する遊技機部品等の設置されている範囲以外の所定距離範囲内に存在す
る遊技者の指のみを検出可能としている。これにより、パチンコ遊技機１の部品自体を検
出してしまうことはなく、誤検出を完全に防止することができる。なお、本実施形態では
、光センサの検出可能な所定距離範囲を調節したが、これに限らず、光センサの設置位置
・設置方向を調節する場合でもよく、透過部材により反射された投射光路上の、遊技機部
品が設置されている範囲以外の所定距離範囲の物体のみを検出可能にするものであればよ
い。
【００５３】
また、光センサの検出可能な反射率の数値を限定することで、光センサの設定されている
反射率範囲内でなければ、投射光路上に物体が存在してもその物体を検出した旨の検出信
号が光センサから出力されることはない。これにより、光センサに検出をさせようとする
遊技者自らの意思がない場合には、前述したように遊技者の衣服や髪の毛を偶然誤って検
出することもなく、極めて検出精度の高い状態で遊技を行なうことができる。このように
光センサの検出精度を高めることにより後述する演出選択においても、左の選択肢を選択
したにもかかわらず、右の選択肢を選択していたりまたは何の選択もされていないといっ
た不都合は生じず、演出選択を十分に楽しむことができ、遊技に対する興趣をさらに増す
ことができる。
【００５４】
図７は、後述する演出選択時の特別図柄表示部９の表示画面と光センサ６１，６２の検出
可能範囲との関係を説明するための図であり、いずれも遊技者が正面位置から表示画面を
見た場合を示している。
【００５５】
まず、図７（ａ）は、演出選択時の特別図柄表示部９の表示画面を示している。左の選択
肢が「変更するよ」の文字を四角で囲みボタンのように表示されており、右の選択肢も「
変更しません」の文字を四角で囲みボタンのように表示されている。
【００５６】
また、図７（ｂ）は、演出選択時に光センサ６１，６２の判定が有効になった場合のガラ
ス板２’前面における有効検出範囲を図面上だ円で囲い示している。
【００５７】
次に、図７（ｃ）は、前述した図７（ａ）と（ｂ）を重ね合わせて示している。本実施形
態においては、光センサ６１の有効検出範囲をガラス板２’前面側で検出可能とし、かつ
、その有効検出範囲を遊技者が正面位置から見た場合に左の選択肢の表示と重なるように
設定している。光センサ６２の有効検出範囲についても同様に右の選択肢の表示と重なる
ように設定している。すなわち、遊技者が演出選択画面の表示を見た場合に、特別図柄表
示部９に表示される選択肢と光センサ６１，６２の有効検出範囲が互いに重なり合うよう
にそれぞれ設定されている。これにより、遊技者は、選択したい選択肢の表示を押すよう
な感覚でガラス前面に指を移動させるだけで、目視することはできない光センサの有効検
出範囲に指を自動的に移動させることができ、指を検出した光センサから検出信号が出力
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される。つまり、特別図柄表示部９の表示画像と光センサ６１，６２の有効検出範囲がそ
れぞれリンクするように設定しているため、遊技者にとって演出選択時の遊技の進行方法
・光センサの検出方法を容易に理解することができ興趣が増す。また、ガラス板２’自体
をタッチセンサにするよりも、安価かつ制御負担の軽減が図れる構成とすることができる
。
【００５８】
さらに、本実施形態においては、演出選択画面において表示されている左側と右側の選択
肢の表示数に光センサの数を対応させている。これと同様に、選択肢が３つ以上ある場合
（第２実施形態参照）でも、その選択肢に対応した光センサを検出させることで選択でき
る。これにより、一回の選択作業でいずれの選択肢についても選択可能となり、選択肢を
複数設けた場合であっても選択作業が面倒になる不都合は生じず、演出選択の選択肢の項
目を多様に設定することが可能となる。
【００５９】
また、上述のように、複数の光センサを設けた場合であっても、各々の光センサの検出範
囲が重ならないように設定設置しているため、複数の光センサにおいて同時に検出がなさ
れる場合はなく誤検出の防止につながる。なお、本実施形態では、仮に複数の検出信号が
同時に出力されたとしても、表示制御基板８０には誤検出時事前決定処理手段が組み込ま
れており、誤検出が発生した場合は予め設定している入力値を採用するため、不都合は発
生しない。
【００６０】
なお、光センサは、可変表示装置８に限らず、たとえば、可変入賞球装置１５等、遊技領
域７内において遊技者が選択可能となる場所であればどのような場所に設けてもよい。前
述したように光センサの所定距離範囲をガラス扉枠２のガラス板２’より外部側に設定し
ておけば、打玉の流下経路途中であっても打玉を検出することはなく、遊技演出との関連
性を考慮した場合にさまざまな配置パターンを実現でき、そのデザインを見た遊技者は該
遊技台に興味を示し興趣を向上させることができる。
【００６１】
さらに、この本実施形態においては、次のような効果を得ることができる。前述のような
遊技者による選択を検出するために、遊技者に非接触で選択の検出を行なって選択に関す
る信号入力を行なう光センサのような非接触入力手段を用いたことにより、物理的なスイ
ッチ（たとえば、押しボタンスイッチ）のように遊技者に接触する態様で選択の検出を行
なって選択に関する信号入力を行なう接触入力手段を用いる場合と比較して、装置が物理
的に破損するおそれが少なくなる。また、光センサのような非接触入力手段を遊技領域７
に設けたことにより、遊技機の枠（たとえば、ガラス扉枠２、前面枠２ｂ）を共通化する
ことができる。これにより、遊技機の機種変更を行なう場合には遊技盤を新しいものに交
換するに際して遊技枠ごと新しいものに交換せずに遊技盤のみを交換することで足りるよ
うにすることができる。
【００６２】
図８は、パチンコ遊技機１の遊技制御に用いられる乱数を生成するための各種ランダムカ
ウンタを示す図である。図８は、ランダムカウンタの例として、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３－１、
Ｒ３－２、Ｒ３－３、および、Ｒ４の乱数を発生させるためのランダムカウンタがそれぞ
れ示されている。
【００６３】
このパチンコ遊技機１は、前述した大当り状態を発生させるか否か等をランダムカウンタ
のカウント値（乱数）によりランダムに決定する。以下に、ランダムカウンタの代表例を
示す。
【００６４】
Ｒ１は、特別図柄表示部９の表示結果に基づいて特定遊技状態としての大当りを発生させ
るか否かをランダムに決定するためのものである。
【００６５】
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Ｒ２は、大当り事前決定時の停止図柄（左，中，右が同一の停止図柄）を決定するために
用いられるランダムカウンタ（または大当り図柄決定用乱数そのものを示す場合もある）
である。
【００６６】
Ｒ３－１、Ｒ３－２、Ｒ３－３は、Ｒ１によりはずれと決定された場合に、特別図柄表示
部９に停止表示される左、中、右のはずれ図柄を事前決定するために用いられるランダム
カウンタである。
【００６７】
Ｒ４は、特別図柄が可変表示される際の変動種類（変動パターンの種類）を決定するため
のランダムカウンタであり、０から加算更新されてその上限である２５０まで加算更新さ
れた後再度０から加算更新される。このＲ４は、タイマ割込み毎（０.００２秒毎）およ
び、割込み処理余り時間毎に１ずつ加算される。なお、変動パターンについては、Ｒ１、
Ｒ２、Ｒ３により抽出した値によって利用するテーブルの種類が決まり、Ｒ４により抽出
された値を添字として対応するパターンテーブルをルックアップする。この点については
後で詳述する。
【００６８】
以上に示したランダムカウンタは、カウンタ別に定められた抽出条件の成立に応じてラン
ダムなタイミング（たとえば始動入賞発生時等）でデータが抽出される。これにより、各
ランダムカウンタから抽出されたデータは、ランダムな値（乱数値）になる。
【００６９】
なお、図示を省略したが、特別図柄表示部９の表示画面中で表示される普通図柄の表示結
果もランダムカウンタにより決定される。そのランダムカウンタは、たとえば、２ｍｓｅ
ｃ毎に１ずつ加算されるものであり、０からカウントアップして上限である１０までカウ
ントアップした後再度０からカウントアップし直す。このランダムカウンタのカウント値
は、普通図柄の表示結果に基づいて発生する普通当りを発生させるか否かをランダムに決
定するためのものである。ゲートスイッチ１２によりゲート通過検出がされると、それに
応じてランダムカウンタのカウント値が抽出される。そして、ゲート通過検出がされた場
合は、その抽出されたランダムカウンタの値が、普通当り判定値（たとえば「２」）と一
致するか否かの判断がなされ、一致した場合に普通当りを発生させる制御が行なわれる。
普通当りが決定された場合には、それに応じて普通当りに該当する停止図柄が決定され、
はずれが決定された場合には、その他のランダムカウンタを用いて普通図柄の停止表示結
果が決定される。
【００７０】
図９は、遊技制御基板３１から表示制御基板８０へ伝送される演出制御コマンドとしての
表示制御コマンドデータとランダム３カウンタの抽出値との対応関係を記憶しているテー
ブルである。この図９のテーブルは、遊技制御基板３１内のＲＯＭ５４により記憶されて
いる。
【００７１】
コマンドデータは、２バイトデータで構成されており、上位１バイトによりＭＯＤＥデー
タが構成され、下位１バイトによりＥＸＴデータが構成されている。ＭＯＤＥデータは、
当該コマンドデータが何を指令するデータかを大まかに特定するためのデータである。Ｅ
ＸＴデータは、コマンドの具体的内容を指定するためのデータである。
【００７２】
ランダム３－１～ランダム３－３の抽出値がたとえば「０」の場合には、ＥＸＴデータが
００Ｈとなり、抽出値が「１」の場合にはＥＸＴデータが０１Ｈとなり、抽出値が「１１
」の場合にはＥＸＴデータが０ＢＨとなる。したがって、たとえばランダム３－３の抽出
値が「５」であった場合には、表示コマンドは９２Ｈ０５Ｈとなる。
【００７３】
図１０は、変動開始コマンドによって特定される可変表示装置８の可変表示の表示時間お
よび可変表示パターンを説明するための図である。変動開始コマンドは、ＭＯＤＥデータ
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は「８０Ｈ」であり、ＥＸＴデータは「０１Ｈ」「０２Ｈ」「０３Ｈ」…「８６Ｈ」「８
７Ｈ」であり、番号それぞれに対応する可変表示装置８の可変表示の表示時間はＴ１，Ｔ
２，Ｔ３…Ｔ１３５，Ｔ１３６であり、また、可変表示パターンは、「通常変動はずれ」
、「リーチＡはずれ」、「リーチＡ当り」…「リーチＦはずれ」、「リーチＦ当り」等で
ある。
【００７４】
図１１は、パチンコ遊技機１の大当り制御を行なうための概略を示すフローチャートであ
る。まず、０～６３０の範囲でカウントするランダムカウンタＲ１のカウント数を抽出す
る。
【００７５】
高確率時でない通常時では、その抽出値が「７」または「２６９」のときには大当りを発
生させることが事前決定され、Ｒ２からデータを抽出し、その抽出値に基づいて、特別図
柄表示部９に表示される大当り図柄が決定される。一方、Ｒ１の抽出値が「７」または「
２６９」以外のときには、はずれが事前決定され、Ｒ３－１、Ｒ３－２、Ｒ３－３からデ
ータを抽出し、その抽出値に基づいて特別図柄表示部９に表示されるはずれ図柄が決定さ
れる。ここで、この決定されたはずれ図柄が偶然ゾロ目の図柄であった場合には、Ｒ３－
２の抽出値を「１」減算し、強制的にはずれ図柄にして表示制御する。
【００７６】
一方、高確率時の場合には、Ｒ１の抽出値が７，１３９，２６９，３１１，３５３，３９
５，４３７，５０９，５８１，６２３のときに大当り状態を発生させることが決定される
。一方、高確率時においてランダム１の抽出値が上記カウンタ値以外のときに、はずれが
事前決定される。
【００７７】
図１２は、前述した変動パターンテーブルの選択決定処理の１例をフローチャートで示し
たものである。まずＳａ１において、Ｒ１の抽出値が大当り状態を発生させるカウンタ値
であるか、または、はずれ状態となるカウンタ値であるか判断がなされる。
【００７８】
抽出値が大当り状態を発生させるカウンタ値であった場合は、Ｓａ２により大当り用の変
動パターンテーブルを選択し、選択した変動パターンテーブルをルックアップしＲ４によ
り抽出された値の変動パターンが設定される。
【００７９】
抽出値がはずれ状態となるカウンタ値であった場合は、Ｓａ３によりＲ２で抽出された値
にもとづき左・中・右の各図柄が設定され、Ｓａ４において設定された各図柄がリーチ状
態となり得るか否かを判断する。かかる判断によりＳａ５、Ｓａ６では、それぞれリーチ
はずれ用変動パターンテーブルかはずれ用変動パターンテーブルかのいずれかのテーブル
を選択し、選択した変動パターンテーブルをルックアップしＲ４により抽出された値の変
動パターンが設定される。
【００８０】
図１３は、遊技制御基板３１により実行される遊技制御メイン処理および割込処理を示す
フローチャートである。図１３において、（ａ）は遊技制御メイン処理が示され、（ｂ）
に割込処理が示されている。この割込処理は、たとえば２ｍｓｅｃ毎に１回実行される。
【００８１】
遊技制御メイン処理においては、Ｓ１により、スタックポインタの設定がなされる。これ
は、スタックポインタの指定アドレスをセットするためのスタックセット処理である。次
にＳ２により、初期化処理が行なわれる。初期化処理では、ＲＡＭ５５にエラーが含まれ
ているか判定され、エラーが含まれている場合には、ＲＡＭ５５を初期化することおよび
各種フラグの初期化設定などの処理が行なわれる。さらに、初期化処理では、後述する割
込処理を実行するタイミングを規定するタイマ割込時間（たとえば２ｍｓｅｃ）をＣＰＵ
５６に設定する処理がなされる。これにより、電源投入等によるリセット後、初めての割
込処理を行なう際、実行タイミング規定のために計時が開始される。また、初期化処理に
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おいては、種々のタイマがセットされるとともに、表示制御基板８０のサブ基板初期化コ
マンドを出力する処理が行なわれる。
【００８２】
次に、確定図柄（予定停止図柄）を決定する等のためのＲ３、Ｒ４更新処理がＳ３により
行なわれる。このパチンコ遊技機１においては、可変表示装置８の可変表示での特別図柄
の確定図柄が乱数（ランダムカウンタのカウント値）に基づいて決定される。このＳ３で
は、そのように停止図柄を決定するための表示用乱数が更新される。次にＳ４により、タ
イマ割込ありか否かの判断がなされる。タイマ割込がない場合にはＳ３へ戻り、Ｓ３とＳ
４とによる無限ループにより表示図柄乱数の更新処理が繰返し実行される。
【００８３】
一方、タイマ割込処理は、初期化処理で規定されたタイマ割込時間（たとえば２ｍｓｅｃ
）毎に実行され、Ｓ１７によりタイマ割込ありが設定され、Ｓ１８により割込許可処理が
なされる。その結果、Ｓ４によりＹＥＳの判断がなされ、Ｓ５に進み、タイマ割込なしが
設定され、Ｓ６～Ｓ１６の処理が実行されることとなる。このＳ６～Ｓ１６の処理が実行
された後にはＳ３へ制御が進み、Ｓ５によるタイマ割込なしが設定されているために、Ｓ
３，Ｓ４のステップを無限ループで繰返し実行することとなる。この状態で再度２ｍｓｅ
ｃの時間が経過すれば、タイマ割込処理によるタイマ割込ありの設定に従ってＳ４により
ＹＥＳの判断がなされて、Ｓ５～Ｓ１６の処理が実行されることとなる。
【００８４】
Ｓ６では、ゲートスイッチ１２、始動口スイッチ１７、Ｖカウントスイッチ２２、カウン
トスイッチ２３等の状態を入力し、各入賞口や可変入賞球装置に対する入賞があったか否
か等を判定するスイッチ処理がなされる。始動口スイッチ１７により始動入賞が検出され
た場合には、このスイッチ処理において、始動記憶処理が実行される。
【００８５】
次に、Ｓ７によりエラー処理がなされる。このエラー処理は、パチンコ遊技機１の内部に
備えられている自己診断機能によって種々の異常診断を行ない、その結果に応じて必要な
らば警報を発生させる等の処理である。
【００８６】
次にＳ８へ進み、乱数更新処理がなされる。これは、遊技制御に用いられる各種の判定用
乱数を示す各ランダムカウンタを更新する処理である。具体的には、Ｒ１のカウンタの更
新処理である。
【００８７】
次にＳ９へ進み、表示図柄乱数の更新処理が行なわれる。この処理は、Ｓ３と同じ処理で
あり、具体的には、ランダム３－１，ランダム３－２，ランダム３－３を更新する処理で
ある。
【００８８】
次にＳ１０へ進み、特別図柄プロセス処理がなされる。この特別図柄プロセス処理では、
複数ある処理のうち１つが特別図柄プロセスフラグの値に従って選択されて実行される。
そして、特別図柄プロセスフラグの値は、遊技状態に応じて各処理中において更新される
。次に、普通図柄プロセス処理がＳ１１により行なわれる。この普通図柄プロセス処理で
は、特別図柄表示部９の表示画面に表示される普通図柄の可変表示を所定の順序で制御す
るための普通図柄プロセスフラグに従って該当する処理が選び出されて実行される。そし
て、普通図柄プロセスフラグの値は、遊技状態に応じて各処理中に更新される。
【００８９】
次にＳ１２に進み、特別図柄コマンド処理が実行される。この特別図柄コマンド処理は、
前述した特別図柄表示用のコマンドデータを遊技制御基板３１が表示制御基板８０へ伝送
する処理である。次にＳ１３へ進み、普通図柄コマンド処理が実行される。この普通図柄
コマンド処理は、特別図柄表示部９の表示画面に表示される普通図柄の可変表示を表示制
御するためのコマンドデータを遊技制御基板３１が表示制御基板８０に伝送する処理であ
る。
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【００９０】
次にＳ１４へ進み、情報出力処理がなされる。この情報出力処理は、情報出力回路６４を
介して前述した確変情報、大当り情報、始動情報を外部出力する処理である。次にＳ１５
へ進み、ソレノイド出力処理がなされる。このソレノイド出力処理は、前述したソレノイ
ド１６，２１を励磁制御するための制御信号をソレノイド回路５９へ出力するための処理
である。次にＳ１６へ進み、賞球処理がなされる。この賞球処理は、遊技制御基板３１が
賞球基板３７に対し賞球個数信号と賞球可能信号とを送信して、賞品球の払出指令を行な
うための処理である。このＳ１６の後制御がＳ３へ進む。
【００９１】
図１４は、Ｓ１０により示された特別図柄プロセス処理のサブルーチンプログラムを示す
フローチャートである。この特別図柄プロセス処理は、特別図柄用プロセスフラグの値に
応じて、１０種類の処理（ＳＡ０１～ＳＡ１０）の内、いずれかが実行されるように制御
される。ＳＡ０１～ＳＡ１０において、以下のような処理が実行される。
【００９２】
ＳＡ０１において、特別図柄変動待ち処理が行なわれる。始動入賞口１４（この実施の形
態では可変入賞球装置１５の入賞口）に打玉が入賞して始動口スイッチ１７がオンするの
を待つ。始動口スイッチ１７がオンすると、始動入賞記憶数が満タンでなければ、始動入
賞記憶数を「１」加算更新するとともに大当り判定用乱数を抽出する。
【００９３】
ＳＡ０２において、特別図柄判定処理が行なわれる。特別図柄の可変表示が開始できる状
態になると、始動入賞記憶数を確認する。始動入賞記憶数が０でなければ、抽出されてい
る大当り判定用乱数の値に応じて、大当りとするかはずれとするかを決定する。
【００９４】
ＳＡ０３において、停止図柄設定処理が行なわれる。左右中図柄の停止図柄を決定する。
【００９５】
ＳＡ０４において、変動パターン設定処理が行なわれる。大当りか否かの判定結果および
リーチ判定用乱数の値等に応じた変動パターンテーブルをルックアップし、変動パターン
決定用乱数の値に応じて変動パターンを決定する。すなわち、図１２等に示された処理が
実行される。
【００９６】
ＳＡ０５において、全図柄変動開始処理が行なわれる。特別図柄表示部９において全図柄
が変動開始されるように制御する。このとき、表示制御基板８０に対し表示制御コマンド
として、変動パターンコマンドと、左右中予定停止図柄（最終停止図柄）をそれぞれ指令
する左，中，右の３つの停止図柄コマンドとが送信される。
【００９７】
ＳＡ０６において、全図柄停止待ち処理が行なわれる。所定時間が経過すると、特別図柄
表示部９において表示される全図柄が停止されるように制御する。また、全図柄停止のタ
イミングまで、所定のタイミングで左右図柄が停止されるように制御する。
【００９８】
ＳＡ０７において、大当り表示処理が行なわれる。Ｒ１にもとづく抽出値が大当り状態を
発生させる値であった場合には、Ｒ２により抽出された値に対応した表示制御コマンドが
表示制御基板８０に送信されるように制御するとともに内部状態（プロセスフラグ）をス
テップＳＡ０８に移行するように更新する。そうでない場合には、内部状態をステップＳ
Ａ１０に移行するように更新する。また、遊技制御基板８０の表示制御用マイクロコンピ
ュータは表示制御コマンドのデータに従って、特別図柄表示部９に大当り表示を行なう。
大当り表示は遊技者に大当りの発生を報知するためになされるものである。
【００９９】
ＳＡ０８において、大当り中ラウンド表示処理が行なわれる。特別図柄表示部９に大当り
中のラウンドを表示する制御を開始する。
【０１００】
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ＳＡ０９において、大入賞口開放中Ｖ表示処理が行なわれる。大当り中ラウンド表示の表
示制御コマンドデータを表示制御基板８０に送信する制御等を行なう。大入賞口の閉成条
件が成立したら、大当り遊技状態の継続条件が成立していれば内部状態をＳＡ０８に移行
するように更新する。大当り遊技状態の終了条件が成立していれば、内部状態をＳＡ１０
に移行するように更新する。
【０１０１】
ＳＡ１０において、大当り終了表示処理が行なわれる。大当り遊技状態が終了したことを
遊技者に報知するための表示を行なう。この表示が終了したら、内部フラグ等を初期状態
に戻し、内部状態をＳＡ０１に移行するように更新する。
【０１０２】
前述したように、始動入賞口１４に打玉が入賞すると、遊技制御基板３１は、特別図柄プ
ロセス処理において、大当りとするかはずれとするかの決定、停止図柄の決定、変動表示
期間の決定等を行ない、その決定に応じた表示制御コマンドおよびＩＮＴ信号を表示制御
基板８０に向けて出力する。表示制御基板８０側の表示制御用マイクロコンピュータは、
遊技制御基板３１からの表示制御コマンドに応じて特別図柄表示部９の表示制御を行なう
。
【０１０３】
図１５は、（ａ）が表示制御メイン処理を示すフローチャートであり、（ｂ）がタイマ割
込処理を説明するためのフローチャートである。表示制御メイン処理においては、ＳＢ０
１において、初期化処理が行なわれる。この初期化処理においては、ＲＡＭに記憶されて
いる記憶内容すべてが消去され、新たに各パラメータの初期値（たとえば、「０」）が設
定される。
【０１０４】
次に、ＳＢ０２においてタイマ割込フラグがセットされているか否かが判別される。タイ
マ割込フラグがセットされていなければＳＢ０２に戻り、タイマ割込フラグがセットされ
ていれば、ＳＢ０３に進みタイマ割込フラグをクリアしてからＳＢ０４においてコマンド
解析処理を行なう。ＳＢ０４のコマンド解析処理においては、遊技制御基板３１から送信
されてきたコマンドを受信して、いかなるコマンドであるかを解析し、可変表示装置８に
表示するための図柄をセットする処理が行なわれる。
【０１０５】
次に、ＳＢ０５においては、表示制御プロセス処理が行なわれる。この表示制御プロセス
処理は、図１９を用いて後述するが、可変表示装置８に表示させるための変動開始コマン
ド受信待処理、選択遊技判定処理、可変表示動作開始処理、図柄変動中処理、全図柄停止
待ち処理、および大当り表示処理等の処理が行なわれる。ＳＢ０６においては、音・ラン
プ制御コマンド処理が行なわれる。この音・ランプ制御コマンド処理は、前述したように
、遊技制御基板３１から表示制御基板８０に伝送されてきた変動パターンコマンドと特別
図柄表示部９で表示されている演出の種類（ゲームモード）、さらに、光センサ６１，６
２からの検出信号にもとづき遊技音やランプ点灯パターンなどについてのコマンドの設定
がなされ、それぞれ対応した音・ランプ制御基板に伝送される処理が行なわれる。これに
より、同期のとれた演出を行なうことができる。また、図１５の（ｂ）においてはタイマ
割込処理が行なわれ、ＳＢ０７においてタイマ割込フラグがセットされている。このタイ
マ割込は３３ｍｓｅｃ秒ごとに行なわれる。そして、ＳＢ０８において、タイマ割込許可
がなされてタイマ割込処理を終了する。なお、タイマ割り込み処理は、３３ｍｓｅｃ経過
する毎に１回行なわれる。
【０１０６】
図１６は、ランダムカウンタ抽出値成立条件を満たした場合、遊技制御基板３１にコマン
ドを記憶するＲＡＭ５５の記憶領域である図柄変動バッファ記憶領域を説明するための図
である。ランダムカウンタ抽出値成立条件を満たすごとに、抽出値に対応する各図柄変動
コマンドが記憶される。
【０１０７】
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図１７は、遊技制御基板３１から送信されてきたコマンドを記憶する表示制御用マイクロ
コンピュータのＲＡＭ１０１ａ（記憶領域）である受信コマンドバッファ記憶領域を説明
するための図である。遊技制御基板３１から送信されてきたコマンドを表示制御基板８０
が受信するごとに、受信個数カウンタが０からカウントアップされる。そして、コマンド
受信個数カウンタが０のときには受信コマンドバッファ１が選択されて、その受信コマン
ドが記憶される。
【０１０８】
図１８は、遊技制御基板３１から出力されてきたコマンドが入力された表示制御基板８０
において行なわれるコマンド解析処理を説明するためのフローチャートである。図１８に
示すコマンド解析処理においては、ＳＤ０１～ＳＤ０８において、コマンド受信バッファ
に受信コマンドがあるか否か、左中右の図柄の指定コマンドであるか否かを判別し、各図
柄停止格納エリアに図柄番号を格納する。
【０１０９】
また、ＳＤ０７において受信コマンドが右図柄指定コマンドでなければＳＤ０９に進み、
受信コマンドが変動パターン決定用コマンドであるか否かが判別される。ＳＤ０９におい
て、受信コマンドが変動パターン決定用コマンドであれば、ＳＤ１０において変動パター
ンコマンドエリアに図柄番号を格納してＳＤ０１に戻る。
【０１１０】
また、ＳＤ０９において受信コマンドが変動パターン決定用コマンドでなければ、ＳＤ１
１において受信コマンドがいかなるコマンドか判定して、対応したフラグをセットしてＳ
Ｄ０１に戻る。すなわち、変動開始コマンドであれば変動開始コマンドに対応したフラグ
をセットし、図柄確定コマンドであれば図柄確定コマンドに対応したフラグをセットする
のである。
【０１１１】
図１９は、表示制御プロセス処理を説明するためのフローチャートである。表示制御プロ
セス処理においては、ＳＥ０１において変動開始コマンド受信待処理が行なわれる。変動
開始コマンド受信待処理においては、コマンド受信割込処理によって、可変表示の時間お
よび可変表示パターンを特定可能な変動開始コマンド（変動パターンコマンド）を受信し
たか否かを確認する。さらに、受信していなかった場合には、客待ちデモ時プロセス処理
を行ない、本実施形態においては所定時間経過後に演出選択を行なうことができる。
【０１１２】
また、ＳＥ０２においては、選択遊技判定処理が行なわれる。選択遊技判定処理において
は、変動開始コマンド（変動パターンコマンド）に応じて、変動パターンコマンドが選択
遊技可能となる特定変動パターンか、もしくは選択遊技を行なうことができない通常の変
動パターンかを判断し、変動パターンを設定する。
【０１１３】
次に、ＳＥ０３においては、可変表示動作開始設定処理が行なわれる。可変表示動作開始
設定処理においては、変動パターンに対応したタイマをスタートさせ可変表示が開始され
るように制御する。
【０１１４】
次に、ＳＥ０４においては、図柄変動中処理が行なわれる。図柄変動中処理においては、
変動パターンを構成する各変動状態（選択遊技、変動速度や背景、キャラクタ）の切替タ
イミングを制御するとともに、変動時間の終了を監視する。選択遊技を行なう場合はその
場合の画面表示のタイミングを制御する。また左右図柄の停止制御を行なう。
【０１１５】
また、ＳＥ０５においては、全図柄停止待ち処理が行なわれる。全図柄停止待ち処理にお
いては、変動時間の終了時に、全図柄の停止を指示する図柄確定コマンドを受信していた
ら、図柄の変動を停止するための表示制御（図柄確定制御）を行なう。また、ＳＥ０６に
おいては大当り表示制御処理が行なわれる。大当り表示制御処理においては、変動時間の
経過後、確変大当り表示または通常大当り表示するための制御を行なう。また、大当たり
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遊技終了後には演出選択遊技を行なうことができる。なお、本実施形態では、所定条件を
満たした場合に、特別の演出態様に変更可能となる特典付与条件成立時の演出選択遊技が
行なわれる。これについては、図２５を用いて後述する。
【０１１６】
図２０は、変動開始コマンド受信待ち処理を説明するためのフローチャートである。変動
開始コマンド受信待ち処理においては、まず、表示制御用マイクロコンピュータは、左中
右の特別図柄の変動が開始される指示を行なうとともに、可変表示時間および可変表示パ
ターンを特定可能な変動開始コマンドを受信したか否かが確認される（ＳＦ０１）。ＳＦ
０１において、変動開始コマンドを受信していなければ、ＳＦ０３においては、客待ちデ
モ時プロセス処理が行なわれる。客待ちデモ時プロセス処理においては、変動開始コマン
ド（変動パターンコマンド）を受信していない場合に処理が行なわれ、その内容について
は図２６を用いて詳述する。
【０１１７】
ここで、客待ちデモ時とは、たとえば、始動入賞があった場合に、その始動入賞に起因し
た特別図柄表示部９の導出動作が開始され、その後、可変表示の表示結果が表示されたに
もかかわらず、その始動入賞以後に新たな始動入賞がないため、図柄の変動等が行なわれ
ない状態時をいう。ただし、大当り状態は始動入賞に起因して発生する状態であることと
遊技状態が待機状態ではないため、客待ちデモ時には含まれない。
【０１１８】
なお、電源投入後の未だ始動入賞が無い状態は、客待ちデモ時に含むと解する。たとえば
、午前１０時にパチンコ遊技機１の電源を投入しその日の午前１１時まで始動入賞が一度
も無く図柄変動が行なわれていないため客待ちデモ時には含まれないようにもとれるが、
そうではなく、前日の午後１０時前後までは始動入賞があり図柄変動が行なわれていたと
考えるのが通常であり、前日の最後の始動入賞後図柄変動が行なわれ表示結果が導出され
たにもかかわらず新たに当日１１時まで始動条件が成立していない待機状態であることと
なる。
【０１１９】
次に、変動開始コマンドを受信していれば、ＳＦ０２において、プロセスフラグは選択遊
技判定処理に設定されて変動開始コマンド受信待ち処理を終了するのである。この変動開
始コマンドは、図１０に示すいずれかである。したがって、可変表示時間および可変表示
パターンを特定可能な変動開始コマンドを受信した場合には、表示制御プロセスフラグの
値を選択遊技判定処理ＳＥ０２に対応した値に変更するのである。
【０１２０】
図２１は、選択遊技判定処理を説明するためのフローチャートである。図１８に示すよう
に、選択遊技判定処理においては、ＳＧ０１において、遊技制御基板３１から送信されて
きた受信コマンドが選択遊技実行可能な特定変動パターンコマンドか否かを判定し、ＳＧ
０２、ＳＧ０３でその受信した変動パターンコマンドに対応した変動パターンを設定する
。ＳＧ０４において、プロセスフラグは可変表示動作開始処理に設定されて選択遊技判定
処理を終了するのである。設定された変動パターンの処理は、以下、図３５、図３６等を
用いて詳細に説明する。
【０１２１】
図２２は、可変表示動作開始設定処理を説明するためのフローチャートである。図２２に
示すように、可変表示動作開始設定処理においては、ＳＨ０１において可変表示装置８の
可変表示時間を計時するための可変表示時間タイマをスタートさせ、ＳＨ０２において、
設定された変動パターンおよび可変表示時間で、可変表示装置８において表示結果を導出
表示するための可変表示を開始する。次にＳＨ０３において、プロセスフラグを図柄変動
中処理に設定してから可変表示動作開始設定処理を終了する。
【０１２２】
図２３は、図柄変動中処理を説明するためのフローチャートである。図柄変動中処理にお
いては、ＳＩ０１において、可変表示時間タイマがタイムアウトしているか否かが判別さ
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れる。すなわち、表示結果を導出表示するための可変表示を終了するタイミングであるか
否かが判別される。ＳＩ０１において可変表示時間タイマがタイムアウトしていればＳＩ
０２に進み、プロセスフラグを全図柄停止待ち処理に設定してから図柄変動中処理を終了
するが、ＳＩ０１において可変表示時間がタイムアウトしていなければそのまま図柄変動
中処理を終了する。
【０１２３】
図２４は、全図柄停止待ち処理を説明するためのフローチャートである。全図柄停止待ち
処理においては、まず、ＳＪ０１において、左中右の図柄を停止させるための確定コマン
ドを受信しているか否かが判別される。ＳＪ０１において確定コマンドを受信していなけ
れば全図柄停止待ち処理をそのまま終了するが、ＳＪ０１において確定コマンドを受信し
ていればＳＪ０２に進み、確定図柄を表示する。次に、ＳＪ０３において、確定図柄が大
当り図柄であるか否かが判別される。ＳＪ０３において確定図柄が大当り図柄であればＳ
Ｊ０４に進み、プロセスフラグを大当り表示処理に設定してから全図柄停止待ち処理を終
了するが、ＳＪ０３において確定図柄が大当り図柄でなければＳＪ０５に進み、プロセス
フラグを変動開始コマンド受信待ち処理に設定してから全図柄停止待ち処理を終了する。
【０１２４】
図２５は、大当り表示処理を説明するためのフローチャートである。大当り表示処理にお
いては、まず、ＳＫ０１において、大当りが確率変動状態を付随する確変大当りであるか
否かが判別される。ＳＫ０１において確変大当りでなければＳＫ０３に進み通常大当りで
あることを示す表示を行なってからＳＫ０４に進むが、ＳＫ０１において大当りが確変大
当りであればＳＫ０２に進み確変大当りであることを示す表示を行なってからＳＫ０４に
進む。
【０１２５】
ＳＫ０４においては大当り遊技が終了したか否かが判別される。ＳＫ０４において大当り
遊技が終了していなければ大当り表示処理をそのまま終了するが、ＳＫ０４において大当
り遊技が終了していればＳＫ０５に進み今回の大当りが開始される前の遊技状態が高確率
で大当りとなる確変状態であったのか、低確率状態で大当りとなる通常状態であったのか
が判別される。ＳＫ０５において確変状態であった場合はＳＫ０８へ進み、図２６のＳＬ
０４で行なわれる演出選択プロセス処理がなされる。このように、大当たり後に演出選択
遊技が可能であることより、演出の変更契機が遊技者にとってわかりやすく、大当たりに
付加価値が生じ興趣が増す。なお、処理内容については、デモ時プロセスフラグを用いな
い以外は同じであるので別途の説明は省略する。
【０１２６】
続いて、通常状態であった場合はＳＫ０６に進み前回の大当り終了時から今回の大当りに
なるまでの図柄変動回数が５０回未満であるか否かが判別される。ＳＫ０６において５０
回未満でなかった場合はＳＫ０８へ進み、５０回未満であった場合はＳＫ０７へ進み、図
３２を用いて後述する特典付与条件成立時の特別演出選択プロセス処理を行なうことがで
きる。ＳＫ０９では、プロセスフラグを変動開始コマンド受信待ち処理に設定し大当り表
示処理を終了する。なお、大当り遊技とは、特定遊技状態となっている期間のことである
。
【０１２７】
次に、図２０のＳＦ０３で行なわれる客待ちデモ時プロセス処理の処理内容を説明する。
図２６は客待ちデモ時プロセス処理の処理内容を示すフローチャートである。
【０１２８】
まず、ＳＬ０１においては停止図柄表示プロセス処理が行なわれる。停止図柄表示プロセ
ス処理においては、最後の始動入賞に起因した図柄変動における停止図柄を一定時間表示
する処理が行なわれる。なお、前述したように電源投入後も客待ちデモ時プロセス処理が
一定条件下で行なわれるがその時の停止図柄はたとえば「３９４」等の予め定まっている
図柄の表示がなされる。ＳＬ０２ではタイトル画面表示プロセス処理が行なわれる。タイ
トル画面表示プロセス処理においては、選択されている演出（ゲームモード）に合わせた
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タイトル画面の表示が行なわれる。
【０１２９】
次に、ＳＬ０３では、演出選択案内プロセス処理が行なわれる。演出選択案内プロセス処
理においては、遊技中用いられる演出を変更可能とする演出選択画面へ移行できることを
案内するガイド表示と選択画面を表示させる処理が行なわれる。ＳＬ０４では、演出選択
プロセス処理が行なわれる。演出選択プロセス処理においては、演出選択画面を表示し、
光センサ６１，６２の検出信号にもとづき選択された演出を設定する処理が行なわれる。
【０１３０】
次に、図２６のＳＬ０１により実行される停止図柄表示プロセス処理の処理内容を説明す
る。図２７は、停止図柄表示プロセス処理の処理内容を示すフローチャートである。
【０１３１】
まず、ＳＭ０１においては、最後の図柄変動における停止図柄を可変表示装置８に表示が
行なわれる。ＳＭ０２においては、タイマＴ１の加算が行なわれ、ＳＭ０３によりタイマ
Ｔ１がタイムアップしているかどうかの判定がなされタイムアップしている場合はＳＭ０
４に進みタイマＴ１がリセットされ、タイムアップしていない場合は停止図柄表示プロセ
ス処理を終了し、ＳＭ０１の表示が継続して実行されることとなる。ＳＭ０５においては
、デモ時プロセスフラグをタイトル画面表示プロセス処理に更新を行なう。
【０１３２】
次に、図２６のＳＬ０２により実行されるタイトル画面表示プロセス処理の処理内容を説
明する。図２８は、タイトル画面表示プロセス処理の処理内容を示すフローチャートであ
る。
【０１３３】
まず、ＳＮ０１においては、表示制御基板８０が採用しているゲームモード選択フラグの
判別がなされ、選択フラグが「野球モード指定値」であった場合はＳＮ０２において野球
モードのタイトル画面の表示がなされ、選択フラグが「サッカーモード指定値」であった
場合はＳＮ０３においてサッカーモードのタイトル画面の表示がなされＳＮ０４に進みタ
イマＴ１の加算更新がなされる。ここで、ゲームモード選択フラグとは、表示制御基板８
０のＲＡＭで記憶されており、いずれの演出を実行するかの判別に必要となるものであり
、主に後述する演出選択等で光センサから出力される検出信号によって受付または変更さ
れるものである。
【０１３４】
ＳＮ０５では、タイマＴ１がタイムアップしたか否かの判別がなされる。タイマＴ１がタ
イムアップしていた場合は、ＳＮ０６に進みタイマＴ１がリセットされ、ＳＮ０７でデモ
時プロセスフラグが演出選択案内プロセスフラグに更新され終了する。また、タイマＴ１
がタイムアップしていなかった場合は、そのまま終了しＳＮ０２またはＳＮ０３のタイト
ル画面の表示をタイマＴ１がタイムアップするまで継続して表示される。
【０１３５】
次に、図２６のＳＬ０３により実行される演出選択案内プロセス処理の処理内容を表示画
面と併せて説明する。図２９は演出選択案内プロセス処理の処理内容を示すフローチャー
トであり、図３１は客待ちデモ時に行なわれる演出選択遊技画面の一例である。なお、説
明上、演出選択案内プロセスと演出選択プロセスを分けて説明しているが、ひとつのプロ
セス処理として考えてもよい。
【０１３６】
まず、ＳＰ０１においては、ガイド案内表示がなされる。ガイド案内表示とは、これから
演出を変更可能となる演出選択画面へ移行することができる旨を案内するための表示をい
う。図３１（ａ）を参照して、たとえば、画面中に「フィーバースポーツ」と遊技機のネ
ーミング表示がなされるとともに、現在のゲームモードは「野球編」であることを認識さ
せるために同時に表示がなされる。また、この画面表示に併せて、サイドランプの点灯が
激しくなり、スピーカーからも遊技音の発生が行なわれる。このように演出態様の変更の
前段階として、予めその旨を報知する画面表示等がなされるため、複雑かつ斬新な演出選
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択であっても遊技者にとってわかり易いものとすることができる。また、遊技者が不在状
態であってもかかる処理は行なわれるが、これにより、その他の遊技者の好奇心を高ぶら
せることができる。
【０１３７】
続いて、ＳＰ０２においては、ガイド表示選択受付画面が表示される。図３１（ｂ）を参
照して、ＳＰ０１のガイド案内に引き続きガイド表示として「演出変えるなら選んでね！
」等がなされるとともに、「選択するよ！」等の選択対象とその内容の表示がなされ、「
エントリータイムあと５秒」等の受付可能時間の表示等が行なわれる。また、サイドラン
プ・スピーカー音もこの画面表示に合わせて行なわれる。たとえば、エントリータイムの
カウントダウンと同調させ点灯・音発生等が行なわれる。このように演出を変更するため
の選択の前段階として、演出変更画面への移行のための選択を設けていることにより、演
出の変更を希望しない遊技者に誤って選択させてしまい遊技者の気に入っていた演出が変
更されてしまうといった不都合の発生を防止することができる。
【０１３８】
ＳＰ０３では、右側の光センサ６２の判定が有効となるよう設定がなされる。これにより
、演出等の選択が不可能であるにもかかわらず光センサの判定だけがなされるといった無
駄な制御負担が行なわれることを回避することができる。この場合には左側の光センサ６
１の判定は無効となる。ＳＰ０４では、センサ判定値として「１０」が設定される。セン
サ判定値とは、センサが物体を検出するまでの所要時間であって、「１０」である場合に
は３３ｍｓｅｃ×１０＝０．３３秒の間、センサが選択を検出するために必要であること
となる。
【０１３９】
ＳＰ０５では、センサ判定処理が行なわれる。センサ判定処理とは、センサが物体を検出
したか否かによってオン・オフフラグのセットを行なう処理であって、詳しくは図３１を
参照し後述する。次に、ＳＰ０６では、右側の光センサ６２のフラグがオンになっている
か否か判別がなされる。オンフラグとなっていた場合にはＳＰ０７に進み選択受付音発生
コマンド・ランプ点灯コマンドを音制御基板・ランプ制御基板に送信設定がなされ、ＳＰ
０８においてデモ時プロセスフラグを演出選択プロセスに更新が行なわれる。オンフラグ
となっていなかった場合にはＳＰ１１に進みタイマＴ１の加算更新が行なわれ、ＳＰ１２
でタイマＴ１がタイムアップしたか否かの判別がなされる。タイムアップしていた場合に
はＳＰ１３に進みデモ時プロセスフラグを停止図柄表示プロセスに更新が行なわれ、タイ
ムアップしていなかった場合には演出選択案内プロセス処理を終了する。これにより、選
択がなされなかった場合には演出選択遊技に進まず停止図柄表示画面が表示され、選択が
なされた場合には演出選択遊技画面に移行することとなる。
【０１４０】
ＳＰ０９では、右側の光センサ６２の判定を無効となるように設定がなされ、ＳＰ１０に
進みタイマＴ１がリセットされ演出選択案内プロセス処理を終了する。
次に、図２６のＳＬ０４により実行される演出選択プロセス処理の処理内容を表示画面と
併せて説明する。図３０は演出選択案内プロセス処理の処理内容を示すフローチャートで
ある。
【０１４１】
まず、ＳＱ０１においては、演出選択画面表示がなされる。演出選択画面表示とは、演出
態様を変更可能である時に表示される画面をいう。図３１（ｃ）を参照して、たとえば、
選択可能な演出態様の内容が遊技者にとってわかりやすいように「サッカーモード」と「
野球モード」の表示と、「エントリータイムあと５秒」等の受付可能時間の表示等が行な
われる。また、サイドランプ・スピーカー音もこの画面表示に合わせて点灯・音発生等が
行なわれる。このように選択可能な演出態様の内容を画面表示，サイドランプの点灯パタ
ーン，遊技音等で表現し報知することにより、遊技者にとって演出選択遊技をわかりやす
くできるとともに、選択画面自体の演出も多種多様に表現することが可能となる。なお、
本実施形態においては、同時に「サッカーモード」と「野球モード」の表示を行なってい
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るが、これに限らず、たとえば、「サッカーモード」と「野球モード」を交互に繰返し連
続して演出態様を報知するようにしてもよい。これにより、報知パターンの幅が広がり遊
技者の興趣が向上する。
【０１４２】
次に、ＳＱ０２においては、左右両方の光センサ６１，６２の判定が有効となるように設
定がなされる。ＳＱ０３では、センサ判定値として「２」が設定される。よって、センサ
が物体を検出するまでの所要時間が３３ｍｓｅｃ×２＝０．０６６秒必要であることとな
る。ここで、図２９の演出選択案内プロセス処理のＳＰ０４で説明したように、ガイド表
示選択受付画面の場合のセンサ検出所要時間が０．３３秒であったのに対し、演出選択画
面の場合のセンサ検出所要時間が０．０６６秒と５分の１の短い所要時間に設定している
ことが確認できる。これは、ガイド表示選択受付画面の場合は、パチンコ遊技機１の前面
側に遊技者が座っていない場合であっても表示され光センサの判定が有効となるため、遊
技台の前を通りすぎる人などを検出する誤検出を防止するために検出までの所要時間を比
較的長く設定し、演出選択画面の場合は、遊技者により遊技が行なわれていることが明ら
かであるため、比較的短い所要時間で光センサの検出ができるように設定している。後述
する選択遊技時のセンサの検出所要時間も同様に短く設定されている。これと併せて、前
述した光センサの所定距離範囲を設定することにより、意識的に選択検出を行なっている
場合以外の誤検出を排除し選択検出の精度をさらに高めることができる。
【０１４３】
ＳＱ０４では、選択フラグに左領域選択値＝０を設定する処理がなされる。ここで選択フ
ラグとは、光センサのオンフラグにもとづいて設定されるフラグであり、表示制御基板８
０は選択フラグの領域選択値と遊技制御基板３１から伝送される変動パターンコマンドと
の関係により演出に使う画像，ランプ点灯，遊技音等を設定する。よって、選択がなされ
ず光センサからの検出信号が送られてこなければ、選択フラグは左領域選択値＝０に決定
され、左側の選択肢が予め定められた演出態様として決定されることとなる。これにより
、選択がされなかったことでエラーを引き起こす危険性も無く、また、ランダムカウンタ
等を用いて自動的に選択させる制御を新たに設ける必要も無く制御負担を格段に軽減させ
ることができる。ＳＱ０４においては、センサ判定処理がなされる。
【０１４４】
ＳＱ０６では、左オフフラグがセットされているか否かの判別がなされる。セットされて
いる場合はＳＱ０７に進み左選択領域の表示をオフ表示動作させる処理がなされる。ＳＱ
０８とＳＱ０９においては、右側に関し同様の処理がなされる。
【０１４５】
ＳＱ１０では、左オンフラグがセットされているか否かの判別がなされる。セットされて
いる場合にはＳＱ１１に進み左選択領域の表示をオン表示動作させる処理がなされ、ＳＱ
１２に進み選択フラグに左領域選択値＝０を設定する。ＳＱ１３，ＳＱ１４，ＳＱ１５に
おいては、右側に関し同様の処理がなされる。
【０１４６】
ここで、図３１を参照してＳＱ０４～ＳＱ１５の処理を具体的に説明する。
図３１（ｃ）は、演出選択画面が表示された直後の画面表示である。ＳＱ０５により選択
フラグとして左領域選択値＝０が設定されているため、左側選択肢の「サッカーモード」
が太枠で囲まれている。これにより、遊技者は現時点のままで選択を行なわなければゲー
ムモードが「サッカーモード」に変更されることが予測できる。
【０１４７】
次に、図３１（ｄ）は、演出選択画面が表示された後に遊技者が右側選択肢の「野球モー
ド」を選択した場合の画面表示である。これは、ＳＱ０４のセンサ判定処理において右オ
ンフラグがセットされ、ＳＱ１３でＳＱ１４に進み右選択領域の野球モード表示の外枠が
オン表示動作することにより強調表示されている画面である。
【０１４８】
図３１（ｅ）は、受付時間残り２秒となったときに遊技者が再度左側選択肢の「サッカー
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モード」を選択した場合の画面表示である。これは、ＳＱ０８でＳＱ０９に進み右選択領
域の野球モード表示の外枠をオフ表示動作されることにより強調表示が終了し、ＳＱ１０
でＳＱ１１に進み左選択領域のサッカーモード表示の外枠がオン表示動作することにより
強調表示されている画面である。このように、選択可能な受付時間を表示することにより
光センサの検出可能期間がわかりやすくなり、選択されている選択肢の選択領域を強調表
示することにより選択している選択肢が一目瞭然となり選択間違いを極力防止することが
できる。
【０１４９】
なお、検出可能期間として受付時間で遊技者に報知しているが、これに限らず、ローソク
が燃え尽きていくような画像で報知し、選択できる間は火が付いているようにし、選択を
受付けない場合は火が消えるような画像表示を行なってもよい。また、ランプ点滅間隔を
終了に近づくにつれて短くする場合や、遊技音の発生量を終了に近づくにつれて小さくし
ていくように、画像表示と併せてランプ・遊技音で同時に報知するようにしてもよい。遊
技者にとってさらに臨場感あふれる演出選択遊技を楽しむことができ興趣が増す。
【０１５０】
また、選択領域を強調表示することで選択されている選択肢を報知しているが、これに限
らず、たとえば、「野球モード」ならばバットとヘルメットとボール等の野球を連想させ
る画像を画面背景に表示したり、野球の演出の一部を表示し報知するようにしてもよい。
また、画像表示と併せてランプ・遊技音で報知するようにしてもよい。たとえば、「サッ
カーモード」が選択されている場合にはスピーカーから「サッカーです…サッカーです…
サッカーです…」といった音声を発生させ報知するようにしてもよい。これにより、遊技
者が選択しようとする演出態様の内容をより具体的にわかりやすく理解でき、選択後の演
出が全く見当違いの演出になるといった遊技者の期待を裏切ることを極力防止することが
できる。
【０１５１】
次に、ＳＱ１６では、センサオン無効時間を設定する処理がなされる。これは、ＳＱ０４
でオンフラグがセットされた後の所定期間はセンサを作動させず検出不可能とする時間で
あり、たとえば、無効時間が０．６６秒に設定されている場合に、左オンフラグがセット
されその後０．６６秒経過するまでは、左側のセンサも右側のセンサも強制的に検出を行
なえない処理がなされる。これにより、右側を選択検出直後、腕を下ろしてくる最中に左
側が選択検出されるといった不都合を解消することができる。ＳＱ１７では、ＳＱ１６で
設定された無効時間の加算更新が行なわれる。
【０１５２】
ＳＱ１８では、演出の選択受付（選択有効）タイマＴ１の加算更新がなされる。ＳＱ１９
においては、タイマＴ１がタイムアップしているか否かの判別がなされる。タイムアップ
していない場合は演出選択プロセス処理を終了するが、タイムアップしている場合はＳＱ
２０に進み選択フラグにもとづいて演出態様を設定する処理がなされる。ＳＱ２１におい
ては、演出選択終了画面の表示がなされる。図３１（ｆ）を参照して、たとえば、画面中
に「フィーバースポーツ」とパチンコ遊技機１のネーミング表示がなされるとともに、演
出態様の変更選択がなされ、これから演出されるゲームモードは「サッカー編」であるこ
とを認識させるために同時に表示がなされる。
【０１５３】
ＳＱ２２では、デモ時プロセスフラグを停止図柄表示プロセスに更新する処理がなされる
。ＳＱ２３では、選択フラグおよびＴ１をリセットする処理がなされる。最後に、ＳＱ２
４において、左右両方の光センサの判定が無効となるように設定する処理がなされる。こ
れにより、光センサを用いて遊技を行なうとき以外、すなわち、選択受付時間（有効期間
）が終了した後は光センサの判定が無効となり無駄な制御を行なう必要がなくなり負担が
軽減される。
【０１５４】
図３２は、図２９のＳＰ０５と図３０のＳＱ０４により実行されるセンサ判定処理の処理
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内容を説明する。図３２はセンサ判定処理の処理内容を示すフローチャートである。
【０１５５】
ＳＲ０１では、左センサチェック処理が行なわれる。すなわち、左側の光センサ６１の検
出が行なわれたか否かの判別が行なわれる。検出が行なわれている場合は、ＳＲ０２にお
いて、左オフタイマと左オフフラグがクリアされ、左オンタイマが１加算更新される。次
に、ＳＲ０３で左オンタイマがセンサ判定値であるか判別がなされセンサ判定値（図２９
のＳＰ０４、図３０のＳＱ０３）である場合には左オンフラグがセットされ、ＳＲ０４で
センサ判定値に達していなかった場合には左オンフラグがクリアされる。これは、あまり
にも短いセンサ判定値に達しない期間の検出では左オンフラグはセットされず、演出の選
択を行なうことができないように設定している。これにより、誤検出の防止をさらに高め
ることができる。ＳＲ０５～ＳＲ０７は、ＳＲ０２～ＳＲ０４で説明した内容とまったく
逆の処理がなされ、センサ判定地に達しているか否かで左オフフラグのセットとクリアの
処理が行なわれる。ＳＲ０８～ＳＲ１４では、ＳＲ０１～ＳＲ０７で説明した処理と同様
の内容が右側の光センサ６２に対して処理がなされる。
【０１５６】
図３３は、大当たり処理において特典付与条件を満たしていた場合に遊技可能となる特別
演出選択プロセス処理の処理内容を説明するためのフローチャートであり、図３４は特別
演出選択遊技の選択時の表示画面を示した図である。なお、その処理内容は、図３０を用
いて説明した演出選択プロセス処理と共通する部分の説明は省略する。
【０１５７】
ここで、特別演出選択遊技とは、特典付与条件が成立した場合のみ選択肢の中に特別な演
出態様が含まれ、遊技者により特別な演出態様の選択が可能となる遊技である。通常は選
択することができないため、遊技者にとって特別な演出態様の価値が高まり遊技の興趣が
向上する。さらに、演出のパターン数が増えるため遊技の単調（マンネリ）化を防止する
ことができる。
【０１５８】
次に、本実施形態の特典付与条件は、低確率時に前回の大当たりから今回の大当たりまで
に要した可変表示回数が所定回数（たとえば、５０回）未満であることを条件とする。こ
れは、確変（高確率時）の助けを得ることなく、いわゆる自力で連続大当たりに近い大当
たりを引き当てる必要があるため、易々と条件を成立させることは不可能であり、遊技者
は苦心の末やっと特別な演出で遊技が行なうことができ遊技の興趣が向上する。なお、特
典付与条件としては、これに限られず、たとえば、電源投入からの大当り回数が所定の回
数を超えることを条件としてもよい。これにより、所定回数の大当りを発生させることに
より、その大当りに付加価値が生じ遊技者の興趣が増す。なお、大当りとしては、第２種
パチンコ遊技機（いわゆる、ヒコーキタイプ）における大当りでもよく、第３種パチンコ
遊技機（いわゆる、権利物タイプ）における大当りでもよい。
【０１５９】
さらに、以上のような特典付与条件は、遊技機の公開されているデータから成立可能であ
るか否かがある程度判断できるものとなっている。これは、近年、遊技者が遊技台を選ぶ
際に、その遊技台について公開されてある過去のデータを基準に選定する傾向が強いこと
に鑑み考え出したものである。このことから、遊技者にとっての台選びの基準が増え、遊
技台に対する興趣を向上させることができる。なお、本実施形態においては、過去のデー
タ（たとえば、図柄変動回転数，大当り数，確変大当り数等）は公開されるだけでなく、
遊技機の表示制御基板８０によってもバックアップされており、このバックアップされた
データにもとづき、表示制御基板８０により特別な演出態様を選択肢に含ませるか否かの
判別が可能となる。また、特典付与条件として本実施形態ではふたつの条件について説明
したが、これらに限られる必要はなく、その他の例は変形例として後述する。
【０１６０】
処理の内容について、まずＳＴ０１において、特別演出選択画面表示の表示が行なわれる
。ここでは、特典付与条件が成立しているため選択可能な演出の中に、成立時のみ選択可
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能となる特別な演出が含まれて表示されている。図３４（ａ）を参照して、たとえば、特
別な演出の選択肢として「オリンピックモード」が左側に表示され、普通の演出の選択肢
として「野球モード」が右側に表示されている。また、サイドランプ・スピーカー音もこ
の画面表示に合わせて特別な点灯・特別な遊技音の発生が行なわれる。このように、自力
連続大当たりを引き当て、その見返りとして、「オリンピックモード」の選択が可能とな
るため、「オリンピックモード」の特別な演出に対する価値が遊技者間の間で高まり遊技
の興趣が向上する。また、前述したように、ゲームモードとして「サッカーモード」と「
野球モード」に加え、特典付与条件成立時には「オリンピックモード」が選択可能となる
ため、演出のパターン数が増え遊技の単調（マンネリ）化を防止することができる。ＳＴ
０２～ＳＴ１８までの処理内容は、図３０を用いて説明した演出選択プロセス処理のＳＱ
０２～ＳＱ１８と共通するため説明を省略する。
【０１６１】
次に、ＳＴ１９では、タイマＴ１がタイムアップしたか否かの判別がなされる。タイムア
ップしている場合はＳＴ２０へ進み、選択フラグにもとづいて演出態様の設定がなされ、
タイムアップしていなかった場合にはＳＴ０５へ戻り、タイムアップするまで遊技者によ
る選択を受付ける処理を行なわれる。ＳＴ２１では、特別演出選択終了画面の表示が行な
われる。図３４（ｂ）を参照して、この画面表示は、特別な演出の選択肢としての「オリ
ンピックモード」が選択され決定された場合の終了画面である。「オリンピック特別編」
と表示がされ、これからゲームモードが「オリンピック特別編」に変更され演出がなされ
ることを遊技者に報知している。ＳＴ２２では、選択フラグおよびＴ１をリセットする処
理がなされる。最後に、ＳＴ２３において、左右両方の光センサの判定が無効となるよう
に設定する処理がなされ特別演出選択プロセス処理は終了となる。
【０１６２】
図３５は、選択遊技実行可能な特定変動パターンを場合分けし、各変動パターンを構成す
るタイミングチャートの一例を説明するための図である。
【０１６３】
ここで選択遊技とは、遊技者に可変表示に関わる演出について選択を行なわせ、遊技者の
選択が、表示される可変表示の表示結果に関与しているかのような演出を行なわせる遊技
をいい、この実施の形態の場合は特別図柄表示部９への遊技画像の表示にもとづいて行な
われる。
【０１６４】
図３５を参照して、選択遊技実行可能な特定変動パターンは通常の変動パターンと同様に
変動開始コマンドを受信することにより変動パターンが実質的に開始される。この特定変
動パターンのうち選択遊技開始時期によって３つに大別でき、（ａ），（ｂ）については
リーチ成立後に、（ｃ），（ｄ）については図柄変動中に、（ｅ），（ｆ）については全
図柄の変動開始前に、それぞれ選択遊技とよばれる遊技が遊技者に提供される。また、こ
の特定変動パターンのうち選択遊技中に行なわれる演出内容の変更状態により３つに大別
でき、（ａ），（ｃ），（ｅ）については演出内容を一時的に変更、（ｂ），（ｄ）につ
いては演出内容の一部を変更、（ｆ）については変動停止まで他の演出に差し替えがそれ
ぞれ行なわれる。
【０１６５】
このような選択遊技は、表示制御基板８０に設けられた表示制御用マイクロコンピュータ
により実行される表示制御用のメインルーチンプログラムの実行に伴って実行される所定
のサブルーチンプログラムの１つである選択遊技処理にもとづいて行なわれる。選択遊技
処理の処理内容は図３６を用いて詳細に後述する。
【０１６６】
なお、選択遊技実行可能な特定変動パターンを具体的に説明するために、一例を挙げたが
、選択遊技処理の後は図柄の変動を行なわず選択遊技の演出結果で表示結果を表示する変
動パターンであってもよく、逆に、選択遊技の演出結果で表示結果を表示させるものでは
なく選択遊技処理の後に再度図柄の変動を行ない表示結果を表示する変動パターンであっ
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てもよい。
【０１６７】
また、選択遊技開始時期により３つに大別したものに対し、それぞれに演出内容の変更状
態により大別した３つの態様とのすべての組合せが考えられるものとする。たとえば、変
動停止まで他の演出に差し替えが行なわれる場合は選択遊技開始時期が図柄変動前の（ｆ
）のみしか例を示していないが、選択遊技開始時期が図柄変動中・リーチ成立時の場合に
おこなわれる変動パターンであってもよい。このように変動パターンを複数種類備えるこ
とにより、遊技者が選択する機会，介入の機会が増加する。さらに、変動パターンが多彩
となり遊技者の楽しみが向上する。
【０１６８】
さらに、図３５には、１回の図柄変動中に１度の選択しか行なっていないが、選択遊技開
始時期により３つに大別したものを組み合わせて図柄変動中に複数回選択遊技を行なうこ
とができる変動パターンであってもよい。たとえば、１度目の選択が図柄変動開始前に行
われ、その後、２度目の選択が図柄変動中あるいはリーチ成立時に行なうことができる変
動パターンであってもよい。このように１回の変動中に複数回の選択遊技を行なうことで
、複数回もの演出選択を行なったことが可能となり、可変表示装置８の表示結果に関与し
ているかのような演出が複数回行なわれることにより遊技者の興趣が向上する。さらに、
当初の選択遊技が、再度選択遊技を行なえることをほのめかす予告機能として使用するこ
とができる。
【０１６９】
次に、変動パターンの一部として実行される選択遊技処理の処理内容を説明する。図３６
は表示制御用マイクロコンピュータにより実行される選択遊技処理の処理内容を示すフロ
ーチャートである。
【０１７０】
この選択遊技処理は、遊技制御基板３１から選択遊技の実行を指令する表示制御コマンド
が表示制御基板８０に送られてきたことに応じて実行が開始される。この場合における選
択遊技の実行を指令する表示制御コマンドは、たとえば、前述した変動開始コマンドであ
る。なお、選択遊技の実行を指令する表示制御コマンドとしては、前述した変動パターン
コマンド等その他の表示制御コマンドを用いてもよい。つまり、選択遊技開始のきっかけ
となる表示制御コマンドであればどのようなコマンドを選択遊技の実行を指令する表示制
御コマンドとして用いてもよい。また、選択遊技の実行を指令する表示制御コマンドとし
ては、選択遊技の実行開始のみを示す専用のコマンドを用いるようにしてもよい。
【０１７１】
まず、ＳＵ０１により、選択遊技の開始と演出を選択することができる旨を案内するため
の選択遊技開始画面の表示が行なわれる。
【０１７２】
次に、ＳＵ０２に進み、遊技者に複数の選択肢としてＡとＢの２つの選択肢を示して任意
の選択を要求するガイド表示と選択画面を特別図柄表示部９に表示させる処理がなされる
。この場合、表示制御用マイクロコンピュータ８００は、左側の光センサ６１が選択され
た場合に選択肢Ａが選択され、右側の光センサ６２が選択された場合に選択肢Ｂが選択さ
れるように制御を行なう。
【０１７３】
次に、ＳＵ０３に進み、左右両方の光センサ６１，６２の判定が有効となるように設定が
なされる。ＳＵ０３では、センサ判定値として「２」が設定される。前述したように、セ
ンサが物体を検出するまでの所要時間が３３ｍｓｅｃ×２＝０．０６６秒必要であること
となる。選択遊技画面の場合は、遊技者により遊技が行なわれていることが明らかである
ためである。
【０１７４】
次に、ＳＵ０５においては、選択フラグに左領域選択値＝０を設定する処理がなされる。
これにより、遊技者による選択がなされなかった場合に左側の選択肢が予め定められた演
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出態様として決定されることとなり、選択がされなかったことでエラーを引き起こす危険
性も無く、また、ランダムカウンタ等を用いて自動的に選択させる制御を新たに設ける必
要も無く制御負担を格段に軽減させることができる。次に、ＳＵ０６に進み、センサ判定
処理がなされる。
【０１７５】
ＳＵ０７では、左オフフラグがセットされているか否かの判別がなされる。セットされて
いる場合はＳＵ０８に進み左選択領域の表示をオフ表示動作させる処理がなされる。ＳＵ
０９とＳＵ１０においては、右側に関し同様の処理がなされる。
【０１７６】
ＳＵ１１では、左オンフラグがセットされているか否かの判別がなされる。セットされて
いる場合にはＳＵ１２に進み左選択領域の表示をオン表示動作させる処理がなされ、ＳＵ
１３に進み選択フラグに左領域選択値＝０を設定する。ＳＵ１４，ＳＵ１５，ＳＵ１６に
おいては、右側に関し同様の処理がなされる。この際、図３１（ｃ）～図３１（ｅ）を用
いて説明した処理と同様の処理がなされることとなるため演出選択の場合と同様の作用効
果を発揮させることができる。
【０１７７】
次に、ＳＵ１７では、センサオン無効時間を設定する処理がなされる。ＳＵ１８では、Ｓ
Ｕ１７で設定された無効時間の加算更新が行なわれる。これにより、選択した直後の誤検
出を防止できる。ＳＵ１９では、演出の選択受付（選択有効）タイマＴ１の加算更新がな
される。ＳＵ２０においては、タイマＴ１がタイムアップしているか否かの判別がなされ
る。タイムアップしていない場合はＳＵ２７に進み、仮選択演出表示処理のサブルーチン
が実行され、遊技者による操作に応じて選択したものに仮に決定された場合にどのように
反映され演出が行なわれるのかを確認できる表示を行なわれる。仮選択演出表示処理は、
ＳＵ２０によりタイムアップしたと判断されるまでＳＵ０６～ＳＵ２０の処理が繰返し行
なわれる。仮選択演出表示処理の詳しい処理内容については、図３７を用いて後述する。
また、タイムアップしている場合は、ＳＵ２１に進み選択フラグにもとづいて演出態様を
設定する処理がなされる。
【０１７８】
ＳＵ２２においては、選択内容表示処理のサブルーチンが実行される。この演出内容表示
処理では、選択フラグに対応した演出内容の表示を行なった後、ＳＵ２３に進み、演出結
果報知処理のサブルーチンが実行され、この処理では、前述したＲ１で抽出した値に従っ
て決定されている可変表示の表示結果が特定の表示態様に制御されるのか否かを演出内容
の進行と関連させた演出結果として報知する。いずれの処理についての詳しい内容は、そ
れぞれ図３８，図３９を用いて後述する。
【０１７９】
そして、ＳＵ２４に進み、選択遊技終了画面の表示がなされる。ＳＵ２５において、選択
フラグおよびＴ１をリセットする処理がなされる。この選択遊技処理に関連して使用した
各種のフラグおよびタイマを初期状態に戻すために、これらをリセットする処理がなされ
る。最後に、ＳＵ２６において、左右両方の光センサの判定が無効となるように設定する
処理がなされる。
【０１８０】
なお、ＳＵ２４における選択遊技終了画面としては、選択遊技を終了する旨を直接的に示
す表示を行なってもよく、選択遊技の結果に関連する表示（たとえば、表示画面により「
ホームラン」の映像が表示されることや、変更された「キャラクタ」が笑顔でダイヤモン
ドを回っている映像を表示することにより表示結果が特定の表示態様となる旨または再度
の選択遊技実行可能となる旨の表示、または、表示画面により「空振り三振」の映像が表
示されることや、変更された「キャラクタ」がうずくまり悔しがる映像を表示することに
より表示結果が特定の表示態様とならない旨または再度の選択遊技はできない旨の表示を
選択的に行なう等）を行なうことにより、選択遊技を終了する旨を間接的に示す表示を行
なってもよい。
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【０１８１】
次に、図３６のＳＵ２７により実行される仮選択演出表示処理の処理内容を説明する。図
３７は、仮選択演出画面表示処理の処理内容を示すフローチャートである。
【０１８２】
まず、ＳＶ０１において、選択フラグがオンになっているか、つまり、選択センサ６１，
６２のいずれが選択検出されたか否かの判断がなされる。いずれの選択センサも検出され
ていない場合には演出画面の一部を表示する処理を行なうことなく仮選択演出表示処理の
処理は終了し、いずれかの選択センサが選択検出されている場合にはＳＶ０２へ進む。
【０１８３】
ＳＶ０２では、選択フラグに入力されている領域選択値の判別がなされる。検出されてい
る領域選択値が「０」である場合は、ＳＶ０３に進み、選択画面背景にＡ選択時の演出の
一部を表示する処理を行なう。また、領域選択値が「１」である場合はＳＶ０４へ進み、
選択画面背景にＢ選択時の演出の一部を表示する処理を行なう。それぞれの選択値に対応
した演出内容の一部を表示する処理を行なう。
【０１８４】
　かかる処理がなされることにより、遊技者が選択したことが選択結果として反映されて
いることを認識でき、選択通りに演出内容が変更されていることを視認しやすい。また、
選択しようとする演出内容ではどのような演出が行なわれるのか遊技者は予想することが
できる。なお、かかる処理は、前述した受付期間中であれば選択する選択肢の変更ができ
ることと同様に、再度いずれかの選択センサが検出されればその選択フラグにもとづく演
出の一部を表示し、タイマＴ１がタイムアップするまで表示が行なわれる。また、前述し
た演出の一部とは、選択結果や演出内容の説明等を示すメッセージによる表示であっても
よい。表示方法としては、選択時画面がみずらい等の悪影響を及ぼさないために選択画面
の背景に透かして表示してもよく、加えて、選択した演出の特徴的な部分をトレース画像
（たとえば、「カーブ」選択時にカーブの軌道，「打率２００の右打者」選択時にキャラ
クタの態様を大根切り打法のスイングをしている態様に変化させる）の表示として何度も
繰り返し表示してもよい。
【０１８５】
次に、図３６のＳＵ２２により実行される演出内容表示処理の処理内容を説明する。図３
８は、演出内容表示処理の処理内容を示すフローチャートである。
【０１８６】
まず、ＳＷ０１では、選択フラグに入力されている領域選択値を判別する。入力されてい
る領域選択値が「０」である場合は、ＳＷ０２に進み、表示画面にＡ選択時の演出内容を
表示する処理を行なう。また、領域選択値が「１」である場合はＳＷ０３へ進み、表示画
面にＢ選択時の演出内容を表示する処理を行なう。それぞれの選択値に対応した演出内容
の一部を表示する処理を行なう。なお、変動パターンによっては、この演出内容表示処理
を行なわないものがあってもよい。たとえば、選択遊技の一例としての「球種選択をしま
すか？」、「代打を送りますか？」に対しては、「ＹＥＳ」を選択すれば次のステップと
しての球種選択や打者選択の選択遊技が行なわれる場合も考えられるからである。
【０１８７】
次に、図３６のＳＵ２３により実行される演出結果報知処理の処理内容を説明する。図３
９は、演出結果報知処理の処理内容を示すフローチャートである。
【０１８８】
ステップＳＸ０１により、前述したＲ１から抽出したカウンタ値に基づいて決定されてい
る大当りフラグが１であるか否かの判断がなされる。具体的に、ＳＸ０１では、遊技制御
基板３１から送られて記憶された受信コマンドのうち、大当りフラグコマンドをチェック
し、それにもとづいて、今回の表示結果が特定の表示態様となり得るか否かの判断がなさ
れる。
【０１８９】
ＳＸ０１において、大当りフラグコマンドにより表示結果が特定の表示態様となり得るか
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否か判断され、大当りとなる場合は、後述するＳＸ０２に進む。一方、ＳＸ０１により、
大当りとならない場合はＳＸ０５に進み、それぞれ前述した選択フラグがＡ，Ｂのいずれ
の領域選択値であるかが判断される。
【０１９０】
ＳＸ０２により領域選択値が「０」であると判断された場合は、ＳＸ０３に進み、特別図
柄表示部９において、Ａを選択したことが演出上有利となる演出結果の表示を行なう処理
がなされて演出結果報知処理は終了する。一方、ＳＸ０２により領域選択値が「１」であ
ると判断された場合は、ＳＸ０４に進み、特別図柄表示部９において、Ｂを選択したこと
が演出上有利となる演出結果の表示を行なう処理がなされて演出結果報知処理は終了する
。
【０１９１】
ＳＸ０５により領域選択値が「０」であると判断された場合は、ＳＸ０６に進み、特別図
柄表示部９において、Ａを選択したことが演出上不利となる演出結果の表示を行なう処理
がなされて演出結果報知処理は終了する。一方、ＳＸ０５により領域選択値が「１」であ
ると判断された場合は、ＳＸ０７に進み、特別図柄表示部９において、Ｂを選択したこと
が演出上不利となる演出結果の表示を行なう処理がなされて演出結果報知処理は終了する
。このように、可変表示の表示結果が大当たりとなるか否かに対応させて、遊技者により
選択された演出を行なうことにより、遊技者の選択が大当たりに導いた、あるいは、はず
れにさせてしまった等予想する楽しさが付加されることにより、遊技に対する興趣が向上
する。
【０１９２】
なお、Ｒ１により遊技状態が特定遊技状態に制御され、可変表示の表示結果が特定の表示
態様となることが決定している場合は、Ａ，Ｂのいずれを選択した場合でも演出上有利と
なる演出結果の表示を行なう処理がなされ、Ｒ１により遊技状態が特定遊技状態に制御さ
れ、可変表示の表示結果が特定の表示態様とならないことが決定している場合は、Ａ，Ｂ
のいずれを選択した場合でも演出上不利となる演出結果の表示を行なう処理がなされてい
るがこれに限るものではない。遊技者による選択が、可変表示の表示結果に関与している
かのように思わせるような演出を行なうものであればよい。
【０１９３】
この点については、変動パターン中に複数の選択遊技可能な場合が考えられ、最終的な選
択遊技の演出結果に従うからである。たとえば、９回１アウトランナー３塁の場面で「何
を打ちますか？」の選択遊技では、最初の選択遊技で「カーブ」を選択し、その演出内容
・結果が「カーブを打ちにいき、カーブを投げてこられたが外野フライに終わりアウト」
となり、次の「３塁ランナータッチアップしますか？」の選択遊技で「タッチアップする
」を選択しクロスプレーになりセーフで勝利になるといった変動パターンも考えられるか
らである。
【０１９４】
なお、変動パターンによっては、前述した演出結果報知処理の場合と同様、この演出結果
報知処理を行なわない変動パターンがあってもよい。たとえば、選択遊技の一例としての
「球種選択をしますか？」、「代打を送りますか？」に対しては、「ＹＥＳ」を選択すれ
ば次のステップとしての球種選択や打者選択の選択遊技が行なわれる場合も考えられるか
らである。
【０１９５】
以上で、図３６の選択遊技処理の説明を終了するが、図４０，図４１を用いて具体的に説
明する。
【０１９６】
図４０は、投手側から２種類の球種を選択する選択遊技を行なう変動パターンの場合のフ
ローチャートである。図４１は、その選択遊技の画面表示の一例を示した図である。なお
、ゲームモードとして、演出選択遊技において「野球編」が選択された場合を想定して、
以下選択遊技の画面表示等の説明を行なう。
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【０１９７】
まず、変動パターンが前述した図３５に示す特定変動パターンのうちのいずれかであった
場合に、図柄変動前，図柄変動中，リーチ成立時に選択遊技が開始される旨を報知する選
択遊技開始画面の表示がなされる。図４１（ａ）を参照して、たとえば、「球種を選択し
ましょう！」といったこれから演出の選択を受付可能となる旨を案内するガイド報知が実
行される。同時に、演出選択の判断基準ともなるゲームモードの状況等を説明する表示が
なされる。
【０１９８】
次に、図４１（ｂ）に示されるような選択画面が表示され、遊技者に対して球種の選択が
要求される。
【０１９９】
具体的に、この選択画面では、光センサ６１により選択可能な選択肢としての「カーブ」
と光センサ６２により選択可能な選択肢としての「直球」とが並んで表示され、「何を投
げますか？」という文字表示により、遊技者に対して「カーブ」を投げるか「直球」を投
げるかの選択が要求される。また、この選択画面では、「エントリータイム残り５秒」と
示されるように選択を受付ける前述の受付時間の残り時間が示される。これにより、いつ
までに選択すればよいかを遊技者にとって容易に把握することができるようになる。
【０２００】
そして、エントリータイム内に遊技者が選択すれば、図４１（ｃ），（ｄ）に示されるよ
うなそれぞれの選択肢に対応した選択時画面が表示され、遊技者に対して選択しているこ
とが示される。具体的に、エントリータイム内に光センサ６１による選択が行なわれて「
直球」が選択された場合には、「直球」の選択時画面に切り替わり、選択された選択肢で
ある「直球」が強調表示され、選択されなかった「カーブ」はそのままの状態で表示され
る。つまり、選択された「直球」が選択されなかった「カーブ」よりも目立つように表示
（たとえば、色彩の変更，文字の大きさを変更等）されることにより選択が行なわれてい
る旨が示されるのである。
【０２０１】
さらに、選択された選択肢である「直球」が強調表示されると同時に、「直球」を選択し
た場合の演出内容の一部である「直球」の軌道（図４１（ｄ））が選択画面背景に重ねて
表示され、ボールが直球の軌道に沿って投げられている映像が繰り返し行なわれる。「カ
ーブ」を選択した場合は図４１（ｃ）のような「カーブ」の軌道が選択画面背景に重ねて
表示される。これにより、選択したことがどのように反映されるのか確認でき、また、ど
のような演出が始まるのかその演出態様の内容のうち一部の表示を見ることができ、選択
する際に参考とすることができる。なお、ボールの軌道表示に加えて、投げている投手に
「俺のカーブが打てるかな？」等のコメントや、「カーブ」を選択すると投手であるキャ
ラクタが炎に包まれている映像のようにキャラクタを変化させることを加えてもよい。キ
ャラクタは無数に変化させることができるため、選択の基準として参考にできる補助表示
のパターンを多数設定することができ、遊技者の興趣が増す。
【０２０２】
また、始めに選択された選択肢が「直球」であっても、エントリータイム内であれば何度
でも選択を行なうことが可能であり、「直球」の演出内容の一部である軌道を見て「カー
ブ」の選択肢に変更する再選択が可能である。これにより、選択間違いによるトラブルを
防止することができ、加えて、遊技者はすべての選択肢に対する演出内容の一部を確認し
納得して一方を選択することができる。
なお、エントリータイム内に遊技者が何ら選択を行なわなかった場合は、前述したように
左領域選択値＝「０」が決定され、Ａ選択時画面が表示される。たとえば、未選択状態で
あった場合は、「カーブ」を選択することがデフォルトとしてあらかじめ決められている
。このように前もって未選択時に選択される枝が決まっていることでエラーとなることを
回避でき、設計上においても自動抽選等の複雑な処理を省くことができる。
【０２０３】
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その後、選択画面の表示開始時から前述したタイマＴ１が終了すると、選択時画面の表示
が終了し、演出内容表示画面が行なわれる。具体的には、選択画面で「直球」を選択して
いた場合に投手は必ず「直球」を投げる演出内容を表示し、同様に、選択画面で「カーブ
」を選択していた場合に投手は必ず「カーブ」を投げる演出内容を表示する。すなわち、
演出内容表示画面では、遊技者が選択した「カーブ」または「直球」を投手に投げさせ、
演出内容を一時的に変更させている。なお、加えて、前述したものに対応させて、「打っ
てみろ！」といった雄叫びを上げるような「コメント」の表示や炎に包まれているキャラ
クタが投球をしている表示をあわせて行なってもよい。そして、投手により投げられた球
を打者が打つ直前までが演出内容表示画面として演出される。
【０２０４】
次に、演出結果報知画面の表示が行なわれる。Ｒ１により判定され事前に決定されている
大当りフラグコマンドが１である場合は、選択した選択肢が演出上有利となる演出結果を
表示する。これとは逆に、大当りフラグコマンドが０である場合は、選択した選択肢が演
出上不利となる演出結果を表示する。具体的に、大当りに制御する場合は、選択画面にて
「カーブ」または「直球」のどちらを選択した場合においても、打者は「空振り三振」，
投手は「ガッツポーズ」等となり、演出上勝利につながる有利な演出結果を報知する表示
が行なわれる。これとは逆に、大当りに制御されない場合は、選択画面にて「カーブ」ま
たは「直球」のどちらを選択した場合においても、打者は「ホームラン」，投手は「マウ
ンドにひざまずく」等となり、演出上敗北につながる不利な演出結果を報知する表示が行
なわれる。
【０２０５】
以上のように、演出内容表示画面で演出が行なわれる際に遊技者の選択した演出を行なう
ために演出内容を一時的に変更（カーブか直球か）させたことが、可変表示の表示結果に
関与しているかのような演出を演出結果報知画面で行なわれる（三振かホームランか）た
め、その演出を見ることにより遊技者の興趣を向上させる。
【０２０６】
その後、選択遊技の終了を報知する選択遊技終了画面が表示され、選択遊技は終了する旨
が示される。たとえば、「完封勝利」、「辛くも逃げ切り勝利」等の表示とともに、遊技
者が扮する表示態様が変更されたままのキャラクタである投手（たとえば、炎に包まれて
いるキャラクタ）とチームメートが喜んでいる画像を表示する。
【０２０７】
次に、この実施の形態により得られる主な効果をまとめて説明する。
前述した演出選択遊技・選択遊技の場合、一定条件を満足することにより、遊技者からの
選択指示にもとづいて、演出態様等を変更することができる。これにより、常に同じ演出
態様で遊技が進行する受身遊技ではなく、遊技者自ら希望する演出態様に決定することが
できるため、遊技演出に飽きが生じず遊技の興趣を向上することができる。
【０２０８】
前述したように受付時間内（有効期間内）であれば遊技者による選択が可能であり、さら
に、一度選択をしてしまった場合であっても、受付時間内であれば、その選択の内容を変
更するための再度の選択をすることができる。これにより、選択操作ミスや光センサによ
る誤検出を事後的に補完することができ、せっかくの演出態様変更のチャンスを逃してし
まうといった不都合を防止することができる。
【０２０９】
前述したように客待ちデモ表示がなされている待機状態においても、演出態様を変更する
ための受付期間が設定されており、遊技者の選択により演出の変更を行なうことができる
。これにより、待機状態であるにもかかわらず、その画面表示を見た遊技者の興味を引き
つけ好奇心を高ぶらせることができる。
【０２１０】
前述したように受付期間終了をタイマＴ１がタイムアップしたか否かにより判定している
。これにより、受付期間が継続しつづけるといった無駄な制御負担の軽減を図ることがで
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きる。
【０２１１】
　前述したように受付期間中において選択可能な演出態様が表示される際に、その演出態
様の内容（どのような演出が行なわれるのか）が遊技者にとってわかるように画面表示・
ランプ点灯・遊技音等を駆使して報知がなされる。これにより、変更可能な演出態様がわ
かりやすいだけでなく、その演出態様の内容も把握することができ遊技者の期待を裏切る
演出が行なわれる不都合の発生を防止することができる。
【０２１２】
前述したように遊技者による選択が行なわれた場合に、選択がなされていることを遊技者
にとってわかるように報知を行なっている。これにより、選択が確実に行なわれているこ
とが遊技者にとってわかりやすく、さらに、非接触により検出可能であるがために発生す
る欠点、すなわち、物理的感触により選択の確認を行なうことができないため検出できて
いるのか否か不安になるといった欠点を補うばかりでなく、視覚・聴覚を通して遊技者に
認識させることが可能となる。
【０２１３】
前述したように選択可能な有効期間中である旨の表示を行なうことができる。これにより
、選択可能な期間が遊技者にとってわかりやすく、あせって誤検出させてしまう等の不都
合を回避することができる。
【０２１４】
前述したように光センサ６１，６２から伝送される検出信号は、表示制御基板８０にすべ
て入力され、その信号にもとづき表示制御基板８０から音制御基板７０・ランプ制御基板
３５にコマンドを出力している。これにより、遊技演出中に画像表示と遊技音またはラン
プ点灯パターンが微妙にずれる不都合を解消でき、常に同期のとれた演出を遊技者に提供
することができる。
【０２１５】
前述したように大当り遊技状態に関連して、たとえば、大当り遊技終了後に、演出態様を
変更する機会を設けている。これにより、遊技者にとって大当りになれば演出態様を変更
することができると認識させることができ、変更可能な契機をわかりやすくすることがで
きる。
【０２１６】
前述したように演出態様を変更するための手段として光センサを使用しているため、遊技
者が遊技機に非接触で選択検出を行なうことができる。これにより、物理的なスイッチ（
たとえば、押しボタンスイッチ）のように遊技者に接触する態様で選択に関する信号入力
を行なう接触入力手段を用いる場合と比較して、装置が物理的に破損するおそれが少なく
なる。
【０２１７】
さらに、選択センサのような非接触入力手段を遊技領域に設けたことにより、遊技機の枠
を共通化することができる。これにより、遊技機の機種変更を行なう場合には遊技盤を新
しいものに交換するに際して遊技枠ごと新しいものに交換せずに遊技盤のみを交換するこ
とで足りるようにすることができる。
【０２１８】
前述したように選択遊技は遊技者により演出を選択したことが、可変表示の表示結果に関
与しているかのような演出を行なうことができる。これにより、たとえば、「カーブ」を
選択し可変表示の表示結果が「７７７」である場合には、「カーブ」を投げてバッターを
三振にとる演出を行なうことができ、その演出により遊技者は「カーブ」を選択したこと
が正解だったと思わせ、遊技者の遊技に対する興趣が増す。逆に、「直球」を選択し可変
表示の表示結果が「５５６」である場合には、「直球」をなげてホームランを打たれる演
出を行なうことができ、その演出により遊技者は「直球」を選択したことが失敗だったと
思い、次回の対抗策などを練る楽しみが増え興趣が向上する。
【０２１９】
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前述したように遊技者により遊技が行なわれている蓋然性が低い演出選択案内画面時の光
センサの検出時間は、遊技者により遊技が行なわれている蓋然性が高い演出選択画面時や
選択遊技画面時の光センサ検出時間の５倍長く設定されている。これにより、遊技者不在
時などに遊技機前を通りすぎる客などを検出してしまうことが起こり得ず、誤検出を防止
することができる。
【０２２０】
　前述したように受付期間中に遊技者からの選択がなかった場合に演出態様を予め定めら
れた演出に決定している。これにより、未選択によるエラーの発生を防止するとともに、
未選択時に備えて新たにランダムカウンタ等を設ける必要が無く制御負担を軽減すること
ができる。
【０２２１】
前述したように特典付与条件成立時にのみ特別な演出態様を選択可能にしている。これに
より、同じゲームモードの中からの選択しかできない場合と比較し、遊技の単調（マンネ
リ）化を防止することができ、遊技に飽きがこず興趣向上につながる。また、遊技者の特
別な演出態様で遊技してみたいと思う願望が強まり、遊技に集中しさらに興趣を増すこと
ができる。
【０２２２】
また、特典付与条件として、低確率時に前回の大当りから所定の変動回数未満で今回大当
りすることを一例として示した。これにより、大当り遊技を行なう楽しみに加えその後は
、特別な演出態様で遊技が可能となる付加価値が生じ遊技者の自力大当りへの期待度を向
上させることができる。
【０２２３】
前述したように選択の受付をする以前に、選択について案内・説明ためのガイド報知が行
なわれている。これにより、演出態様の変更にかかわる選択をさせる前に、予めガイド報
知が行なわれるので、遊技者にとって演出選択遊技等の進行をわかりやすいものとするこ
とができる。
【０２２４】
また、ガイド報知中に、演出態様を選択することができる演出選択遊技へ移行させるか否
かの選択を行なっているため、突然、わけもわからぬまま演出態様が変更されてしまうと
いう不都合を未然に防止することができる。
【０２２５】
前述したように光センサと可変表示装置に表示される選択肢はそれぞれ対応しており、さ
らに、可変表示装置を正面視した場合に、光センサの有効検出範囲と表示される選択対象
物の外縁とが重畳するように光センサを設けている。これにより、可変表示装置の表示と
目視できない光センサの有効検出範囲が互いにリンクさせることができ、選択時において
簡単に選択を行なうことができる。
【０２２６】
前述したように光センサとして物体までの距離を測定しその距離が所定距離範囲内にある
か否かで物体の有無の判別を行なう測距式センサを用いた。これにより、受光量で物体の
有無の判別を行なう光量式センサと比較した場合に、反射率に影響を受けにくいため、検
出の信頼度を向上させることができる。
【０２２７】
前述したように透過部材の性質を考慮し、センサの反射率・検出距離範囲・設置箇所を調
節設定することで、透過部材により反射した光路上の遊技機部品が設置された範囲以外で
、かつ、所定距離範囲内の物体を検出可能にした。これにより、透過部材により反射した
光路上に存在する物体以外の検出距離範囲に存在する物体を検出できるため、遊技機部品
を検出してしまう不都合を防止することができる。
【０２２８】
第２実施形態
次に、第２実施形態を説明する。前述した第１実施形態では、演出選択または選択遊技の
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それぞれにおいて２択の遊技例を示したが、この第２実施形態においては、光センサ６１
、６２に加え、第３の光センサ６３を可変表示装置８の下部に取りつけ、３択の演出選択
または選択遊技のそれぞれにおいて説明する。
【０２２９】
図４２は、本実施形態で用いる可変表示装置８’と光センサ６１，６２，６３それぞれの
有効検出範囲を示した図である。なお、図１に示された可変表示装置８と共通する部分に
ついては同一の参照番号を付し、その説明を省略する。
【０２３０】
図４２（ａ）は、本実施形態で用いる可変表示装置８’と演出選択遊技画面を示した図で
ある。可変表示装置８’においては、遊技者により画面表示上の左側の選択肢（たとえば
、「テニスモード」の選択肢）の選択を検出するための第１の光センサ６１を特別図柄表
示部９’の左上部に設け、遊技者により画面表示上の右側の選択肢（たとえば、「野球モ
ード」の選択肢）の選択を検出するための第２の光センサ６２を特別図柄表示部９’の右
上部に設けている。さらに、本実施形態においては、可変表示装置８の下部中央に、遊技
者により画面表示上の中央に表示されている選択肢（たとえば、「選択決定」ボタン表示
）の選択を検出するための第３の光センサ６３が設けられている。
【０２３１】
図４２（ｂ）は、演出選択時に光センサ６１，６２，６３の判定が有効になった場合のガ
ラス板２’前面における有効検出範囲と選択肢の関係を説明するための図である。図中の
Ａ，Ｂ，Ｃは、光センサ６１，６２，６３それぞれの有効検出範囲を示している。
【０２３２】
本実施形態においても、第１実施形態と同様に、遊技者が演出選択画面の表示を見た場合
に、特別図柄表示部９’に表示される選択肢と光センサ６１，６２，６３の有効検出範囲
が互いに重なり合うようにそれぞれ設定されている。これにより、遊技者は、選択したい
選択肢の表示を押すような感覚でガラス前面に指を移動させるだけで、目視することはで
きない光センサの有効検出範囲に指を自動的に移動させることができ、選択肢の数が３つ
になっても容易に光センサに検出させ、遊技者が選択を望む選択肢を選択可能となるため
迅速に遊技を進行させることができ、遊技に対する興趣が向上する。
【０２３３】
また、選択肢それぞれに対応した光センサが設けられているため、選択対象となる選択肢
を多様に表示させた場合であっても、一回の選択作業で選択を行なうことができる。これ
により、選択操作が簡単に行なうことができるとともに、複数の演出態様を画面に表示す
ることで表示画面をインパクトのあるものとすることができる。
【０２３４】
さらに、複数の光センサを設けた場合であっても、第１実施形態で説明したように、その
所定距離範囲や設置位置・角度を調整することによりそれぞれの光センサの有効検出範囲
が重ならないよう設置することができる。これにより、遊技者が左側の選択肢（たとえば
、「テニスモード」の選択肢）を選択した際に、中央の選択肢（たとえば、「選択決定」
ボタン表示）も検出してしまう等の誤検出を未然に防止することができる。
【０２３５】
なお、光センサ６３は、打玉の流下経路中に設置されるため、その打玉を検出するのでは
との疑問があるが、これについては、打玉は反射率が高く遊技者の指までの距離より確実
に短いため、前述したように、光センサの反射率を人の肌の反射率（約４０パーセント）
前後に設定することで打玉を検出することはなく、さらに、所定距離範囲をガラス板２’
前面から前面側に５ｃｍ程度に設定することで誤検出防止に万全を期すことができる。
【０２３６】
なお、光センサの配置に関して、本実施形態では、逆三角形状に光センサを配置している
がこれに限らず、順三角形状でもよく、また、全く不規則な配置にしてもよい。また、光
センサの数を３つに限る必要もなく、４つ以上であってもよい。画面に表示された選択肢
に対応するように光センサが配置されてあればよい。
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【０２３７】
図４３は、本実施形態における演出選択遊技画面の一例である。なお、第１実施形態では
、客待ちデモ時の所定期間に行われる演出選択遊技について特に詳しく説明したが、本実
施形態において説明する演出選択遊技は、図２５のＳＫ０８で行なわれる大当り終了時の
演出選択プロセス処理を想定して説明する。また、演出選択遊技において、演出選択案内
遊技を行なった後に演出選択遊技を行なうようにしてもよい。遊技者にとってよりわかり
やすい遊技にすることができる。
【０２３８】
図４３（ａ）は、演出選択開始画面を示す図である。画面中に「大当り終わり」と遊技状
態を知らせる表示がなされるとともに、大当り前のゲームモードが「野球編」であったこ
とを認識させるために同時に表示がなされる。また、この画面表示に併せて、サイドラン
プの点灯が激しくなり、スピーカーからも遊技音の発生が行なわれる。このように演出態
様の変更の前段階として、このような画面表示等がなされるため、大当り遊技から演出選
択遊技に移行がなされたことを遊技者にとってわかり易く明確になる。
【０２３９】
図４３（ｂ）は、演出選択画面を示す図である。選択可能な演出態様の内容が遊技者にと
ってわかりやすいように「テニスモード」と「野球モード」の表示が行なわれる。これに
より、たとえば、「テニスモード」を選択すれば、「テニス」の演出がなされるのである
ことが予測できる。
【０２４０】
また本実施形態においては、さらに、それぞれの選択肢表示領域の下にその演出態様を選
択することでどのような演出が行なわれるのか、より具体的に予測をつけることができる
ような表示がなされている。すなわち、「テニスモード」の下には、「４大会制覇を目指
すならテニスだ！」とのコメントが表示されている。これにより、遊技者は、「制覇」を
「大当り」に、「目指す」を「狙う」を意味しているのだろうと受け止めることができ、
４回大当りを狙うのであれば「テニスモード」だな、と、予測することができる。
【０２４１】
仮に、この「テニスモード」を選択すると、この演出選択遊技以降の初めての大当りまで
がアメリカを舞台に繰り広げられるテニスの試合を演出として使い、初当り後から２回目
の大当りまでがイギリスを舞台に繰り広げられるように構成し、同様に大当りにより舞台
を変える演出が行なわれ、４回目の大当り終了後に、４大会制覇の見返りとして、前述し
た特典付与条件を成立させ、新たに特別演出選択遊技を遊技者に与えるように構成しても
よい。大当りするごとに関連性のある演出に変更されるので飽きがこず、物語性を楽しむ
ことができる。同様に「野球モード」についても、「首位打者」「打点王」「本塁打王」
をめざす大当り３回にわたり繰り広げられる演出であることを遊技者に報知している。　
このように、演出態様の内容が把握できる表示を行なうことにより、遊技者が選択する際
の基準とすることができ演出選択遊技に対する興趣が増す。
【０２４２】
また、画面中央には、選択肢に向かって矢印の表示がなされている。これは、第１実施形
態でも説明した選択肢を強調表示することに加えて、さらに、現在選択がなされている選
択肢を矢印により報知している。これにより、矢印の表示を見るだけで現在どちらが選択
されているのかということが容易に確認でき、選択ミスによる誤検出の発生を防止するこ
とができる。
【０２４３】
また、演出選択遊技が開始される以前のゲームモードが「野球編」であったのに対し、左
の選択肢に「テニスモード」と右の選択肢には「野球モード」の表示がなされている。こ
れは、遊技者が選択を行なわなかった場合に、前述した図３０のＳＱ０４において選択フ
ラグに左領域選択値＝０の設定がなされるため、強制的にゲームモードが「テニスモード
」に切換わるように設定されている。これにより、演出選択遊技が行なわれるたびに異な
るゲームモードに切換わるため、飽きが生じ難く興趣が向上する。また、制御負担の軽減



(36) JP 4251810 B2 2009.4.8

10

20

30

40

50

がなされている。
【０２４４】
また、遊技者が「野球モード」を気に入っていた場合には、遊技者の選択により、「野球
モード」の演出に決定され、同じ演出態様で遊技を行なうことができる。これにより、複
数種類の演出態様の中でも遊技者の気に入っている演出態様で遊技を行なうことができ興
趣が向上する。
【０２４５】
さらに、図４３（ｂ）には、画面表示中央部に「選択決定」のコメント表示がなされた選
択肢の表示がなされている。これは、遊技者が、受付期間終了前に早々と現在選択してい
る選択肢で決定する場合に検出させる選択肢である。よって、「残りタイム５秒」の表示
がなされている場合であっても、遊技者が「選択決定」の選択肢を選択することで受付期
間は終了し、演出態様が決定される。これにより、受付期間の終了を待つまでもなく、選
択決定を行なうことができるため、受付期間を継続しつづける必要がなくなり、図３１の
ＳＱ１９の判別により繰返し実行される制御処理を、選択決定後は行なう必要がなくなり
制御負担の軽減が図れる。
【０２４６】
図４３（ｃ）は、「野球モード」の選択肢が遊技者により選択された場合の表示画面であ
る。図４３（ｂ）と比較し、「野球モード」の選択肢が強調表示され、「テニスモード」
の選択肢は通常の特に目立たない表示に変化している。また、矢印の向きも「テニスモー
ド」から「野球モード」の方向に表示画像が変化している。なお、このような表示画像の
変化に加えて、演出選択遊技画面の背景に、三冠王を連想させるバットを持った野球選手
を表示するようにしてもよい。これにより、変更されたことがより明確に遊技者に報知す
ることができる。また、その選択肢による演出内容をある程度予測することができる。
【０２４７】
図４３（ｄ）は、図４３（ｃ）の選択状態で残りタイムが終了したか、または、遊技者に
より「選択決定」の選択肢が選択され、「野球モード」に演出態様が決定した場合の演出
選択遊技終了画面である。この表示により、遊技者は今後のゲームモードは「野球編」で
演出が行なわれることと、演出選択遊技が終了したことを確認でき、遊技者にとってわか
りやすく遊技を進めることができる。
【０２４８】
続いて、図４４，図４５を用いて、前述したゲームモードが「野球編」の場合の選択遊技
について説明する。
図４４は、攻撃側から代打を選択する選択遊技を行なう変動パターンの場合のフローチャ
ートである。図４５は、選択遊技画面の一例を示した図である。
【０２４９】
選択遊技が開始されると、まず、図４５（ａ）に示されるような選択遊技開始画面（「代
打をしましょう！」という文字により選択遊技が開始される旨が示される）が表示され、
選択遊技が開始される旨が報知される。そして、図４５（ｂ）に示されるような選択画面
が表示される。
【０２５０】
具体的に、図４５（ｂ）の選択画面では、「打率３８５の右打者」と「打率２００の右打
者」「打率８００の左打者」とが逆三角形状に配置表示されている。選択に際しては、遊
技者は画面上の各打者の表示に指を触れるような感覚でガラス板２’前面に指を移動する
ことにより、各打者を選択することができる。これは、前述したように、画面上の選択肢
表示の外縁が、該選択肢に対応する光センサの有効検出範囲に含まれるように互いに調節
設定しているためである。このように、選択肢の表示位置と光センサの検出範囲をリンク
させているため、光センサの有効検出範囲がわからなくても、遊技者は容易に選択を行な
うことができる。
【０２５１】
選択が行なわれると、選択された打者の打率が選択画面上に表示され、選択が行なわれた
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ことを報知している（図４５（ｃ），（ｄ））。これにより、遊技者が選択している打者
が認識でき、その報知情報によりその打者の能力も同時に把握することができる。また、
エントリータイム内であれば、何度でも再選択ができるため、その報知情報をもとに再度
選択することもでき納得して選択を行なうことができる。
【０２５２】
また、打率情報に加えて、選択された打者にアクションやコメントの表示を演出内容の一
部として表示してもよい。たとえば、大根切り打法のような「独特のスイング」をさせキ
ャラクタの表示態様に変化をつけたアクション表示や意気込み・調子を表現する「ボール
が止まって見える！」等のコメントである。このように、打者情報について打率のみなら
ずアクションやコメントを演出内容の一部として表示することにより遊技者が選択する基
準条件が増え遊技者の興趣は増し、納得して選択をすることができる。
【０２５３】
なお、エントリータイム内に遊技者が何ら選択を行なわなかった場合は、前述したような
選択フラグにもとづいて、左領域選択値（０）に対応した左側の打者が強制的に選択され
る。このように前もって未選択時に選択される選択肢が決まっていることでエラー発生を
回避でき、設計上においても自動抽選等の複雑な処理を省くことができる。
【０２５４】
その後、選択画面の表示開始時から前述したタイマＴ１が終了すると、選択時画面の表示
が終了し、演出内容表示画面が行なわれる。具体的には、選択画面で「打率２００の右打
者」を選択していた場合には、代打として「打率２００の右打者」が打席に送られる演出
内容を表示し、同様に、選択画面で「打率８００の左打者」を選択していた場合にも、代
打として「打率８００の左打者」が打席に送られる演出内容を表示する。「打率３８５の
右打者」を選択した場合も同様である。すなわち、演出内容表示画面では、遊技者が選択
した「打率２００の右打者」または「打率８００の左打者」「打率３８５の右打者」を打
席に立たせ、選択以後の演出内容の一部を変更させている。これにより、遊技者が選択し
た打者を代打に送ったことが関与して、可変表示に表示される結果なったような印象を与
え、遊技者の遊技を積極的に進めようとし興趣が増す。
【０２５５】
なお、タイマＴ１が終了する前に、選択している選択肢をもう一度検出させた場合に、選
択の決定がなされるようにしてもよい。たとえば、「打率３８５の右打者」の選択がなさ
れており残りタイムが２秒ある場合であっても、遊技者がもう一度「打率３８５の右打者
」の選択を行なうことで、「打率３８５の右打者」の選択肢を選択結果として決定しても
よい。これにより、前述したとおり、制御負担の軽減が図れる。また、残りタイム中に、
操作ミスが発生し誤検出されてしまう等の不都合を未然に防止することができる。
【０２５６】
また、選択肢の中に「打率８００の左打者」が含まれている。このような、特に打ちそう
な選択肢、すなわち、大当り演出が行なわれる確率が高いように思える選択肢を、前述し
た特典付与条件成立時のみ出現させるようにしてもよい。選択肢のパターンを複数設定す
ることができ、遊技の単調（マンネリ）化を防止することができる。
【０２５７】
次に、演出結果報知画面の表示が行なわれる。Ｒ１により判定され事前に決定されている
大当りフラグコマンドが１である場合は、選択した選択肢が演出上有利となる演出結果を
表示する。これとは逆に、大当りフラグコマンドが０である場合は、選択した選択肢が演
出上不利となる演出結果を表示する。具体的に、大当りに制御する場合は、選択画面にて
「打率３８５の右打者」と「打率２００の右打者」「打率８００の左打者」のいずれを選
択した場合においても、打者が打席に立ち「ホームラン」となり、演出上勝利につながる
有利な演出結果を報知する表示が行なわれる。これとは逆に、大当りに制御されない場合
は、選択画面にて「打率３８５の右打者」と「打率２００の右打者」「打率８００の左打
者」のいずれを選択した場合においても、打者が打席に立ち「空振り三振」となり、演出
上敗北につながる不利な演出結果を報知する表示が行なわれる。
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【０２５８】
その後、選択遊技の終了を報知する選択遊技終了画面が表示され、選択遊技を終了する旨
が示される。たとえば、「接戦ものにし勝利」や確率変動状態で連続３回目の大当りの場
合は「３試合連続サヨナラ勝ち」等の表示とともに、遊技者扮する監督と打者を含むチー
ムメートが握手している画像を表示する。
【０２５９】
以上のように、遊技者の選択した演出が行なわれるが、その選択肢を選んだことにより、
大当りになったり、はずれになったりしているように思わせる演出が演出内容表示画面と
演出結果報知画面で行なわれる。これにより、選択する際に策を練ったり、パターンを予
想したりできる楽しみが生じ、遊技者の興趣を向上させることができる。
【０２６０】
次に、この実施の形態により得られる主な効果をまとめて説明する。
前述したように、遊技者による選択肢の選択がなされなかった場合には、受付期間開始時
の演出態様とは異なる演出態様に強制的に変更となる（図３０のＳＱ０４において選択フ
ラグに左領域選択値＝０の設定がなされるため）実施を説明した。これにより、演出選択
遊技や選択遊技に無関心な遊技者にとっても、複数の演出（たとえば、「野球編」，「サ
ッカー編」，「テニス編」）で遊技を楽しむことができ、演出を多様に変化させることが
可能となり興趣が向上する。
【０２６１】
基本的に、演出選択遊技も選択遊技も選択可能な受付期間を設定してあり、その期間内に
遊技者が選択を行なえ、受付期間終了によりその選択が決定されるように構成されている
が、前述したように、「選択決定」の選択肢を選択することや、同じ物を連続して２度選
択することにより受付期間終了を待たずにその選択が決定される（遊技者選択決定手段）
ように構成された実施についても説明した。これにより、遊技者が自主的に選択を決定す
ることができ、遊技に介入している感覚が高まり興趣が向上する。また、受付時間終了ま
での制御を負担することができる。
【０２６２】
前述したように、演出選択遊技のみならず選択遊技においても、特典付与条件成立時に特
別な演出（「打率８００の左打者」）を選択できる実施を説明した。このように、大当り
演出が行なわれる確率が特に高いように思える選択肢を特典付与条件成立時のみ出現させ
るようにしたことにより、選択肢のパターンを複数設定することができ、遊技の単調（マ
ンネリ）化を防止することができる。
【０２６３】
また、以上に示した第２実施形態については、前述した第１実施形態と共通する技術思想
による構成について、前述した第１実施形態の場合と同様の技術的効果を得ることができ
る。
【０２６４】
第３実施形態
次に、第３実施形態を説明する。前述した実施形態では、遊技制御基板３１から伝送され
る指令信号は、表示制御基板８０にすべて入力され、その指令信号と演出に用いるゲーム
モードと光センサから送信されてくる検出信号にもとづき、表示制御基板８０において音
制御コマンド・ランプ制御コマンドが設定され、それぞれ音制御基板７０とランプ制御基
板３５にコマンドを伝送し、各機器を制御する回路構成を説明した。
【０２６５】
図４６は、本実施形態で用いる回路構成を示すブロック図である。なお、図４に示された
回路と共通する部分については同一の参照番号を付し、その説明を省略する。
【０２６６】
本実施形態においては、図４６を参照し、遊技制御基板３１から演出制御基板８１に各種
指令信号が伝送され入出力ドライバ基板８２を経て各機器を制御する回路構成について説
明する。なお、以下説明する本実施形態での効果は、前述した第１実施形態・第２実施形
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態の遊技に関し直接効果を発揮するものであり、特に、演出選択遊技等の場合には、光セ
ンサの検出とそれにもとづく報知情報（画面表示、遊技音、ランプ点灯）が常に同調して
いる状態で遊技を楽しむことができ、興趣を向上させることができる。
【０２６７】
図４６において、図４の回路構成との決定的な相違点は、図４に示す表示制御基板８０と
音制御基板７０とランプ制御基板３５の遊技演出を制御する基板が、図４６に示す演出制
御基板８１にまとめられていることである。
【０２６８】
このように演出に関する基板を一つの基板にまとめたことにより、たとえば、表示制御基
板８０から音制御基板７０，ランプ制御基板３５に送信されてきたコマンド受信時に際し
てエラーが発生した場合、エラー信号を検出した時点で音制御基板７０，ランプ制御基板
３５からエラー検出信号コマンドが表示制御基板８０に送信され、再度、表示制御基板８
０から音制御基板７０，ランプ制御基板３５にコマンドを送信することができる。これに
より、誤った効果音の発生やランプ点灯等が生じたまま遊技が続行されるという従来から
の不具合を完全に解消することができる。
【０２６９】
また、表示制御基板８０から送信されたコマンドに対する処理を音制御基板７０とランプ
制御基板３５で行ない、その処理が終了すれば、処理終了のコマンドを表示制御基板８０
に送信することができる。これにより、表示制御基板８０にタイマ機能を含める必要がな
く、処理の簡略化が図れる。
【０２７０】
図４６において、図４の回路構成とのもう一つの相違点は、図４に示す表示制御基板８０
，音制御基板７０，ランプ制御基板３５から直接各種機器に接続するのではなく、演出制
御基板８１と各種機器との間に入出力ドライバ基板８２を介していることである。この相
違点に着目した場合に、たとえば、新機種に交換する際において、制御基板をそっくり交
換する必要がなくコストダウンを図れ、機種交換のための時間的手間も軽減できる効果が
生じる。
【０２７１】
具体的に説明すると、たとえば、旧機種の遊技機は、ランプ１０個，スピーカー２個，光
センサ２個から構成されており、新機種の遊技機は、ランプ２０個，スピーカー６個，光
センサ４個から構成されているものであるとする。
【０２７２】
仮に、ランプ制御基板３５に設けられている出力端子は、１０個のランプを接続すること
が限度であった場合に、新機種の２０個のランプを制御することが不可能となるためラン
プ制御基板そのものを新機種対応の基板に取り替える必要があった。同様に音制御基板７
０、表示制御基板８０についても基板そのものを取り替える必要が発生する。
【０２７３】
ここで、本実施形態の回路構成にあてはめて考えると、演出制御基板８１と各種機器（ラ
ンプ、スピーカー、光センサ等）との間に入出力ドライバ基板８２を介しており、各機器
への接続は入出力ドライバ基板８２からなされているため、前述した接続可能限度数を超
えた場合には、入出力ドライバ基板８２のみを新機種対応のものと交換することで演出制
御基板８１はそのまま使用していくことができる。これにより、前述した制御基板をそっ
くり交換する必要がなくコストダウンを図れ、機種交換のための手間も軽減できる効果が
生じるのである。
【０２７４】
また、かかる効果は、前述した第１実施形態・第２実施形態で説明した演出選択遊技を採
用した遊技台にとっては大きなメリットとなる。たとえば、新機種として、実施形態で紹
介したような遊技台を提供することにより複数の演出を遊技者に提供することができ興趣
を増すとともに、さらに新機種への交換に際しても比較的低コストで行なえるため全く違
った演出を遊技者に短いサイクルで提供することが可能となる。なお、実際の機種交換の
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際には、遊技制御基板３１と演出制御基板８１のマイクロコンピュータを新機種用のマイ
クロコンピュータに差し替える必要がある。
【０２７５】
次に、以上説明した実施の形態の変形例や特徴点を以下に列挙する。
（１）　前述した実施形態においては、演出態様を変更する演出選択遊技について説明し
、その演出態様として遊技中行なわれる演出のストーリーについて特に説明したが、これ
に限らず、演出態様としては、可変表示される図柄の模様（たとえば、トランプ図柄で表
示されていたものを花札図柄にする）・字体（たとえば、ゴシック体で表示されていたも
のを明朝体にする）や図柄の数を変更する（たとえば、全図柄１２種であったものを全図
柄２０種にする）ものであってもよい。また、リーチ時等に登場するキャラクタを変更す
る（たとえば、桃太郎であった表示をかぐや姫にする）ものであってもよい。さらに、背
景画面を変更する（たとえば、富士山であった表示をエッフェル塔にする）ものであって
もよい。これにより、演出選択遊技で選択を行なうことができる選択肢を多種多様に構成
することができ、遊技者にとって演出選択遊技に対する好奇心が向上し、遊技に対する興
趣を向上させることができる。
【０２７６】
　（２）　また、前述した実施形態においては、演出選択遊技における受付期間中に遊技
者からの選択がなかった場合は、予め定められた演出態様に決定する（指示無時変更手段
）実施について説明したが、これに限らず、たとえば、大当り記憶バッファに記憶されて
いる中に、大当りとなる始動変動が存在する場合は、遊技者からの選択がなされた場合で
あっても遊技者からの選択を受付けずに予め定められた演出態様に決定（強制変更手段）
してもよい。これにより、遊技者は、自らの選択が受付けられず不信に思うが、その後に
大当りが発生したことで大当たりと演出選択遊技が関連している場合もあることがわかる
とともに、演出選択遊技の進行が遊技者の思い通りに進む場合と、進まない場合の双方を
楽しむことができ興趣が向上する。
【０２７７】
（３）　また、前述したように、予め定められた演出態様は、受付期間開始時の演出態様
とは異なる実施を説明したが、これに限らず、変更可能な演出態様の中に受付期間開始時
の演出態様を含まないものであってもよい。これにより、遊技者により選択がなされる場
合であっても演出態様は強制的に必ず異なった演出態様に変更されるため、前述した演出
を多様に変化させる効果を演出選択遊技時は常に発揮させることができる。
【０２７８】
（４）　また、前述した実施形態においては、遊技者が選択可能な受付期間中（有効期間
中）であることを残り時間を表示することや想起させる画像（たとえば、ローソク）、さ
らには、遊技音の音量・ランプ点滅間隔により遊技者に報知する実施を説明したが、これ
により、遊技者が選択可能な期間がわかりやすく、あわてて誤検出させてしまうことを防
止することができる。
【０２７９】
（５）　また、前述した実施形態においては、演出選択遊技画面で変更可能な複数の演出
態様の内容を画像表示（たとえば、背景に野球を連想させるようなバッターの画像、「三
冠王」等の表示）、さらには、遊技音（たとえば、金属バットの音等）・ランプ点滅間隔
を駆使して遊技者にとってわかりやすいように報知する実施を説明した。これにより、演
出選択遊技がわかりやすくなり、かつ、見た目も派手にすることができ遊技者の好奇心を
高ぶらせることができる。また、その報知情報から変更される演出態様の内容を把握する
ことができ、選択するうえでの基準とすることができる。
【０２８０】
　（６）　また、前述した実施形態においては、演出選択遊技画面で受付期間中（有効期
間内）に選択が行なわれた場合に、その選択が確実に光センサにより検出されていること
を報知する実施を説明した。たとえば、選択がなされた場合に、画面表示は選択された選
択肢が強調表示されるとともにその選択肢の内容に関連する画像（たとえば、野球バット
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等）を表示し，遊技音として選択時に「ピポッ」と検出音を鳴らし，ランプ点滅間隔を短
くし遊技者に報知してもよい。これにより、選択したことが遊技者にとって確認でき、ま
た、遊技者は選択動作をしているにもかかわらず報知情報がなされない場合等は、光セン
サが故障してることを早期に発見することができる。
【０２８１】
（７）　また、前述した実施形態においては、遊技制御基板３１から表示制御基板８０に
コマンドが伝送され、表示制御コマンド８０から各基板にコマンドを伝送する回路構成に
ついて説明したが、これに限らず、遊技制御基板からのコマンドを音制御基板７０あるい
はランプ制御基板３５に伝送してもよい。またその場合、光センサからの検出信号を音制
御基板７０あるいはランプ制御基板３５に伝送してもよい。これにより、同期の取れた演
出を実行できることができる。また、制御負担を各基板に分担することができる。
【０２８２】
（８）　また、前述した実施形態においては、遊技者による選択が可変表示に表示される
表示結果に関与しているのではないかと思わせる演出を行なう選択遊技について説明した
が、可変表示に表示される表示結果が変化していると思わせる演出に限らず、大当りにな
るか否かに関与しているような演出や、特別図柄の可変表示時間を通常時よりも短縮する
特別図柄の変動時間短縮制御に関与しているような演出であってもよい。また、普通図柄
の可変表示時間を通常時よりも短縮する普通図柄の変動時間短縮制御に関与しているよう
な演出であってもよい。また、始動入賞口１４の１回の開放時間を通常の場合よりも延長
する開放時間延長制御に関与しているような演出であってもよい。
【０２８３】
（９）　また、前述した実施の形態においては、選択遊技実行可能となりうる特定変動パ
ターンとして、６種類示したが、これらの特定変動パターンに応じて、前述した特別図柄
の変動時間短縮制御、普通図柄の変動時間短縮制御、および、開放時間延長制御が行なわ
れるもの、または、それらの組合せとなるもの等のように予め対応させるよう設定しても
よい。たとえば、特定遊技状態として、大当り状態に制御を行なうことに変えて、球種選
択の場合は特別図柄の変動時間短縮の制御を行なうようにしてもよい。さらに、その終了
条件についても、たとえば、打者選択の場合は可変表示１００回で終了、リーチ選択の場
合は可変表示３０回で終了等のようにしてもよい。また、特定遊技状態として、大当り状
態に制御を行なう場合については、継続権の発生回数（たとえば、継続ラウンド数）を異
なるように設定してもよい。
【０２８４】
　（１０）　また、前述した実施の形態においては、受付期間中に選択された演出態様は
、その受付期間が終了したことにもとづいて決定される実施を説明し、この受付期間につ
いても、所定時間（たとえば、Ｔ１）経過したことに終了する場合と希望選択指示（たと
えば、「選択決定」の選択肢を選択、２回選択）の場合を説明したが、これに限らず、打
玉が遊技領域の所定領域を通過または所定入賞口に入賞した場合に終了させてもよい。前
者は、遊技者の意思により、または、それに近い状態で受付期間を終了させ選択を決定さ
せることができるが、後者は、遊技者の意思通りには受付期間が終了しないため思い通り
に選択が決定されない場合も発生する。これにより、スリルと興奮を味わうことができ興
趣を向上させることができる。
【０２８５】
（１１）　また、前述した実施の形態においては、客待デモ時（待機状態中）と大当り終
了後に演出選択遊技を行なう実施を説明したが、これに限らず、図２０の変動開始コマン
ド受信待処理で変動開始コマンドを受信していない場合は常に演出選択遊技を行なうよう
にしてもよく、図２５の大当り表示処理が行なわれている間常に演出選択遊技を行なうよ
うにしてもよい。たとえば、大当り遊技中のラウンドを消化するごとに演出選択遊技が行
なわれ、そのトータルした選択結果にもとづいて、演出態様の変更を行なうことや特典付
与条件を成立させるようにしてもよい。遊技者にとって、始動入賞し難く図柄が変動しに
くい時や大当り遊技中を消化時などは積極的に遊技を行なっている感覚が乏しくなりがち
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なため、これにより、かかる不都合を防止することができ興趣を向上することができる。
【０２８６】
（１２）　また、上述した客待デモ時（待機状態中）の演出選択遊技の場合は、受付期間
のタイム制御を行なわないように構成してもよい。このように構成することにより、遊技
者にとっては遊技開始時には常に演出態様を変更できる状態にあり、さらに、選択ミスに
より、もう一度演出選択遊技が開始されるまで待つ必要も無く、遊技に対する興趣が向上
する。
【０２８７】
（１３）　また、前述した実施の形態においては、遊技者が遊技を行なっている蓋然性が
高い演出選択遊技時または選択遊技時のセンサ検出時間は、遊技者が遊技を行なっている
蓋然性が低い演出案内選択遊技時のセンサ検出時間より短く設定している。これにより、
遊技機の前を通過する人を検出してしまう不都合の発生を極端に低くすることができ、さ
らに、光センサ自体の検出精度を高めたこととの相乗効果により誤検出も起こらず遊技を
円滑に進めることができ興趣が向上する。
【０２８８】
（１４）　また、前述した実施の形態においては、遊技者による選択を検出するために、
遊技者に非接触で選択の検出を行なって選択に関する検出信号の出力を行なう光センサの
ような非接触入力手段を用いた実施を説明した。これにより、物理的なスイッチ（たとえ
ば、押しボタンスイッチ）のように遊技者に接触する態様で選択の検出を行なって選択に
関する信号入力を行なう接触入力手段を用いる場合と比較して、装置が物理的に破損する
おそれが少なくなる。また、光センサを表飾りに設けた実施を説明したが、これに限らず
、遊技領域７に設けるものであればよい。通常遊技領域７内には遊技者の手は届き操作可
能であるためである。すなわち、遊技者が選択可能な位置ならばどこに設けられてもよい
。
【０２８９】
　（１５）　また、前述した実施の形態においては、遊技者の選択により演出態様の変更
を行なうことができる演出選択遊技が開始される前に、これから演出選択画面へ移行する
ことができる旨を案内するためのガイド表示と移行させるか否かを受付期間中に決定させ
る選択肢を表示する演出選択案内遊技の実施について説明したが、これに限らず、演出選
択案内遊技において受付期間のタイム制御を行なわないように構成してもよい。このよう
に構成することにより、遊技者が遊技を開始する際には、演出選択画面へ移行することが
できる旨を案内するためのガイド表示画面の表示がなされているため、遊技者のお気に入
りの演出態様に変更し、その演出態様で遊技を行なうことができるため興趣が向上する。
【０２９０】
（１６）　また、前述した実施の形態においては、演出選択案内遊技において演出選択遊
技へ移行する旨の選択を行なった後に、演出態様を変更するための選択を行なうように別
遊技として説明したが、これに限らず、演出選択遊技に演出選択案内遊技を含めてしまい
、演出選択遊技において演出選択案内遊技を行なうように構成してもよい。たとえば、図
３１（ａ），（ｂ）ガイド案内画面を表示することなく、突然、図３１（ｃ）の演出選択
画面を表示させるよう構成してもよい。また、この場合にあっては、図３１（ｃ）の画面
中にガイド案内表示を行なうように組合わせてもよい。すなわち、演出選択遊技が開始さ
れると、ガイド表示が行われ、演出態様変更のための選択がなされた後に、演出態様の選
択を行なうように遊技を進行させてもよい。これにより、遊技者は演出選択遊技の遊技進
行を容易に理解することができ、十分に楽しむことを可能とすることができる。
【０２９１】
（１７）　また、前述した実施の形態においては、特典付与条件として、遊技状態が低確
率時に前回大当りから所定変動回数により大当りしたことと、電源投入から大当り回数が
所定回数を超えたことを条件とした実施について説明したが、これに限らず、高確率状態
で大当りする確変時の連続大当り回数が１０回を超えること，前回大当りから所定回数変
動させたにもかかわらず大当りしないこと，遊技機自体が内部タイマを備え、計測してい
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る時間が所定時間を超えたこと，特定のリーチが出現したこと，特定のリーチが所定回数
出現したこと等を条件とし、かかる条件が成立した場合にのみ特別な演出態様を選択肢に
含む演出選択遊技または選択遊技を行なうように制御させてもよい。これにより、特別な
演出態様で遊技を行なうことができる機会が増え興趣が向上する。また、成立した条件に
よって選択肢に含める特別な演出態様を対応させてもよい。特別演出選択遊技のパターン
が増え、遊技演出が視覚的により楽しむことができ、マンネリ化を防止することができる
。
【０２９２】
（１８）　また、前述した実施の形態においては、光センサと可変表示装置に表示される
選択肢はそれぞれ対応しており、さらに、可変表示装置を正面視した場合に、光センサの
有効検出範囲と表示される選択対象物の外縁とが重畳するように光センサを設けている実
施について説明したが、これに限らず、光センサの有効検出範囲と表示される選択対象物
の外縁とが重畳するように選択肢の表示を変化させるようにしてもよい。これにより、有
効検出範囲と表示された選択肢の外縁とが互いにリンクしているため、選択検出させるこ
とが容易となり、前述した場合と同様の効果を発揮させることができる。
【０２９３】
（１９）　また、前述した実施の形態においては、光センサとして物体までの距離を測定
しその距離が所定距離範囲内にあるか否かで物体の有無の判別を行なう測距式センサにつ
いての実施を説明したが、これに限らず、受光部で受光した反射光の量により検出を行な
う光量式センサであってもよく、ガラスの透明度はそのままでしかも導電性を持った薄膜
に直接触れることで検出を行なうタッチパネルセンサや感圧式センサであってもよい。こ
のようなセンサであっても、上述した有効検出範囲と表示された選択肢の外縁とを互いに
リンクさせうることができ同様の効果を発揮することができる。
【０２９４】
（２０）　また、前述した実施の形態においては、透過部材の性質を考慮し、センサの反
射率・検出距離範囲・設置箇所を調節設定することで、透過部材により反射した光路上の
遊技機部品が設置された範囲以外で、かつ、所定距離範囲内の物体を検出できるような実
施について説明した。これにより、透過部材により反射した光路上に存在する物体以外の
検出距離範囲に存在する物体を検出できるため、誤検出が防止される。
【０２９５】
　（２１）　また、前述した実施の形態においては、演出選択遊技や選択遊技中の選択受
付期間中のみセンサ判定を有効に設定し、それ以外の場合は誤検出防止のためセンサ判定
を無効に設定しているが、これに限らず、常時センサ判定を有効に設定し、図柄変動中に
光センサの検出があった場合に、光センサの検出があったことを画像や遊技音やランプ点
灯を用いて報知するようにしてもよい。たとえば、左図柄のみ停止し、中・右図柄変動中
である場合に、左センサを検出させると「右図柄とまれ！」といったコメントの表示がな
され、遊技音として太鼓のような「ドン」という音が発生され、ランプを激しく点灯させ
るようにしてもよい。これにより、光センサを検出させたタイミングと右図柄が停止した
タイミングが偶然同時であった場合には、遊技者が光センサを検出させたことにより右図
柄の停止が行なわれたかのような図柄演出が行なわれるため、遊技者の興趣が向上する。
また、上記の場合で、左図柄と右図柄が同じ図柄で停止されリーチ状態になった場合に、
光センサを検出させることで「スーパーリーチになれ！」といったコメントの表示を行な
ってもよい。さらに、中図柄変動中に「中図柄とまれ！」といったコメントの表示を行な
ってもよい。これにより、遊技中常に遊技者自ら積極的に遊技に参加することができ、飽
きがこず、興趣が向上する。
【０２９６】
（２２）　また、前述した実施の形態において、演出選択遊技や選択遊技においては、選
択肢が複数である場合について説明したが、これに限らず、遊技者が選択を行なえるもの
であればよい。よって、たとえば、特典付与条件成立時に選択することが可能となる特別
な演出態様（極めて低い確率で選択可能となる演出態様）のみで、選択肢が１つとなる演
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出選択遊技や選択遊技を実行するようにしてもよい。その特別な演出態様の場合は、選択
肢が１つであり、遊技者の期待感を高めることができる。
【０２９７】
（２３）　また、選択遊技としては、選択肢の数が異なる選択遊技が選択的に実行可能と
なるようにし、選択肢の数に応じて、特定遊技状態が発生する確率（信頼度）を異ならせ
るようにしてもよい。たとえば、特定の表示結果となることが事前決定されている場合に
は選択肢の数が相対的に少ない選択遊技を実行し、特定の表示結果とならないことが事前
決定されている場合には選択肢の数が相対的に多い選択遊技を実行するようにしてもよい
。そのように選択肢の数が異なる選択遊技が選択的に実行可能なようにした場合には選択
遊技の表現が多様となり、遊技の興趣を向上させることができる。また、特定の表示結果
となることが事前決定されている場合には特定遊技状態に移行される旨を表示する図柄変
動前の図柄変動から予告機能として連続して選択遊技を行なわせてもよい。
【０２９８】
（２４）　また、前述した実施の形態においては、演出選択遊技・選択遊技における選択
肢が選択された旨の表示は、選択肢としての選択対象物自体の態様が変わるもの（たとえ
ば、選択対象物の色、形、縁取り等が変わる）でもよいし、目印表示（たとえば、選択さ
れた旨を示す目印としての枠、矢印等の表示）をすることでもよいし、選択された方の選
択対象物の名称を表示すること（たとえば、各選択対象物に名称が付されており、選択さ
れたものの名称を識別可能に表示すること）でもよい。
【０２９９】
（２５）　また、前述した実施の形態においては、タイマＴ１内であれば選択をすること
が可能であり、タイマＴ１タイムアップによって選択が決定され演出選択遊技等が終了す
るが、その後に再選択させるような選択確認画面を表示してもよい。たとえば、演出選択
遊技において「サッカーモード」を選択し、タイムアップとなった場合であっても、表示
画面が選択確認画面に移り「本当にこれでいい？」等の再選択することを進めるような表
示を行なってもよい。これにより、遊技者の選択した「サッカーモード」を選ばないほう
が良いのか否か考える楽しみが付加され、再度選択することにより興趣が増す。
【０３００】
（２６）　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではない
と考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によっ
て示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが
意図される。
【図面の簡単な説明】
【図１】　パチンコ遊技機を正面から見た正面図である。
【図２】　パチンコ遊技機の遊技領域を正面から見た正面図である。
【図３】　パチンコ遊技機の内部構造を示す全体背面図である。
【図４】　遊技制御基板における回路構成の一例を示すブロック図である。
【図５】　パチンコ遊技機の可変表示装置を右上から見た斜視図である。
【図６】　パチンコ遊技機の可変表示装置を横から見た断面図である。
【図７】　演出選択時の特別図柄表示部の表示画面と光センサの検出可能範囲との関係を
説明するための図である。
【図８】　パチンコ遊技機の遊技制御に用いられる乱数を生成するための各種ランダムカ
ウンタを説明するための説明図である。
【図９】　確定図柄を指定するコマンドを説明するための図である。
【図１０】　変動パターンコマンド（変動開始コマンド）を説明するための図である。
【図１１】　パチンコ遊技機の大当り制御を行なうための概略を示すフローチャートであ
る。
【図１２】　変動パターンテーブルの振分けを行なうための概略を示すフローチャートで
ある。
【図１３】　遊技制御基板により実行される遊技制御メイン処理および割り込み処理を示
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【図１４】　特別図柄プロセス処理のサブルーチンプログラムを示すフローチャートであ
る。
【図１５】　表示制御基板により実行される表示制御メイン処理および割り込み処理を示
すフローチャートである。
【図１６】　遊技制御に用いられる乱数を生成するための各種ランダムカウンタにより抽
出された値に対応するコマンドを記憶するための遊技制御基板用のＣＰＵの記憶領域（Ｒ
ＡＭ）である図柄変動バッファ記憶領域を説明するための図である。
【図１７】　遊技制御基板から送信されてきたコマンドを記憶するための表示制御用ＣＰ
Ｕの記憶領域（ＲＡＭ）である受信コマンドバッファ記憶領域を説明するための図である
。
【図１８】　コマンド解析処理を説明するためのフローチャートである。
【図１９】　表示制御プロセス処理を説明するためのフローチャートである。
【図２０】　変動開始コマンド受信待ち処理を説明するためのフローチャートである。
【図２１】　選択遊技判定処理を説明するためのフローチャートである。
【図２２】　可変表示動作開始設定処理を説明するためのフローチャートである。
【図２３】　図柄変動中処理を説明するためのフローチャートである。
【図２４】　全図柄停止待ち処理を説明するためのフローチャートである。
【図２５】　大当り表示処理を説明するためのフローチャートである。
【図２６】　客待ちデモ時プロセス処理を説明するためのフローチャートである。
【図２７】　停止図柄表示プロセス処理を説明するためのフローチャートである。
【図２８】　タイトル画面表示プロセス処理を説明するためのフローチャートである。
【図２９】　演出選択案内プロセス処理を説明するためのフローチャートである。
【図３０】　演出選択プロセス処理を説明するためのフローチャートである。
【図３１】　客待ちデモ時に行なわれる演出選択遊技の表示画面を説明するための図であ
る。
【図３２】　センサ判定処理を説明するためのフローチャートである。
【図３３】　大当たり処理において特典付与条件成立時の特別演出選択プロセス処理を説
明するためのフローチャートである。
【図３４】　特別演出選択遊技の表示画面を説明するための図である。
【図３５】　変動パターンを構成する表示パターンとタイミングチャートを説明するため
の図である。
【図３６】　表示制御用マイクロコンピュータにより実行される選択遊技実行処理を説明
するためのフローチャートである。
【図３７】　仮選択演出画面表示処理を説明するためのフローチャートである。
【図３８】　演出内容表示処理を説明するためのフローチャートである。
【図３９】　演出結果報知処理を説明するためのフローチャートである。
【図４０】　大当り演出１（投手球種選択）を説明するためのフローチャートである。
【図４１】　選択遊技（投手球種選択）の表示画面を説明するための図である。
【図４２】　演出選択時の可変表示装置の表示画面と光センサの有効検出範囲を説明する
ための図である。
【図４３】　演出選択遊技の表示画面を説明するための図である。
【図４４】　大当り演出２（代打選択）を説明するためのフローチャートである。
【図４５】　選択遊技（代打選択）の表示画面を説明するための図である。
【図４６】　遊技制御基板における回路構成の一例を示すブロック図である。
【符号の説明】
１　パチンコ遊技機、６１，６２，６３　光センサ、８０　表示制御基板、３１　遊技制
御基板、３５　ランプ制御基板、７０　音制御基板、８１　演出制御基板、８２　入出力
ドライバ基板、２’　ガラス板。
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